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特集

第7回花まつりデザイン募集
募集要項

第6回花まつりデザインを使用したポスター・絵はがき

プロ・アマチュア問わず、すべての方に応募いただけます。
（ただし、作品採用の場合、修正や転用に応じられること）応募資格

未発表のオリジナル作品で、仏教行事である「花まつり」を題材として自由に作品を
描いてください。なお、作品に文字は入れないでください。
（例：お釈迦さまに甘茶をかける場面、ご誕生をお祝いする場面、寺院の行事やイベントの場面など）

応募条件

作品規定
素材・画材・技法は自由（デジタル作品も可）、立体物は不可
応募する作品は、下記のサイズを参考に制作してください。（複数応募可）

用　　 紙：A3サイズ以上 （ 297mm×420mm 以上 ）
デジタル：300dpi以上 （15MB 以上、5000×7000ピクセル 以上 ）●募集作品サイズ●

審査方法
10月に審査会を開催し、大賞作品には主催者より連絡します。
審査に関しての電話やメールでの問い合わせはご遠慮ください。

応募方法
本会webサイトより応募用紙をダウンロードし必要事項を明記の上、1作品につき1部同封
してください。作品は折り曲げずに（筒状は可）郵送してください。
（デジタル作品もカラー出力後、郵送にて受付となります。）

公益財団法人 全日本仏教会 広報文化部
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL:03-3437-9275　FAX:03-3437-3260　E-mail:kouho@jbf.ne.jp

作品送付先・お問い合わせ

応募締切

※当日消印有効

9月29日（金）
2023年

まで

ポスター大賞作品（一般） ポスター大賞作品（満12才以下） 釈迦誕生ポスター（本会） 絵はがき大賞

今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～



櫻井義秀（北海道大学教授）／西出勇志（広報委員）／尾井貴童（本会第35期事務総長）　　　　　　　
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本会からの報告

宗教法人運営のための法律入門

・第35期各種審議会・委員会委員

・第35期第2回広報委員会

・「仏教に関する実態把握調査（2022年度）　

  ～葬儀・法要、お布施、お寺の解散・廃寺等～」の発表

・WFB（世界仏教徒連盟）EXCO（執行役員）インフォーマルオンライン会議

・第38回理事会報告

・ウクライナ支援募金報告

・「救援基金」寄附者一覧

・「賛助会員」新規入会者一覧

鼎談

公益財団法人全日本仏教会　本会監事／公認会計士／税理士　木村匡成

インボイス制度と電帳法

特 集１　

特 集 2

加盟団体からのお知らせ（岐阜県仏教会）

今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

宗教（法人・団体）の公益性（2）
　

漫画「美濃の名僧 栄叡」　
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　2022（令和4）年7月8日に発生した安倍晋三元総理銃撃事件に伴い、霊感・悪徳商法、高額な献金、政治家

との癒着、宗教二世問題など、宗教法人格を持つ団体が行ってきたことが一気に社会問題として注目されま

した。政府は、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使や解散請求、消費者契約法による寄附の取り扱

い、宗教に関する児童虐待などに対して取り組みを強化しています。

　本会では、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が公布された後の2022（令和4）年12

月20日に里雄理事長が、この新法の趣旨には賛同しつつも、「政府の

慎重な運用を期待する」との声明を発表しました。それは、この法律

が運用の仕方次第で、寄附やお布施を受けてきた私たち正しく宗教

行為を行う伝統仏教界全体を揺るがしかねないからであり、また座

して見ているだけでは宗教に対する人々の不信感も深まりかねない

と考えるからです。

　そこで今号では、旧統一教会を長年、研究してきた北海道大学の

櫻井義秀教授と、宗教に造詣の深いジャーナリストで本会の広報委

員を務めていただいている西出勇志氏を迎えて対談を行いました。

　今起こっている問題の核心は何か、私たち僧侶はどう考え何をす

べきか、読者の一人ひとりが考える契機となれば幸いです。

公益財団法人 全日本仏教会
第35期事務総長

尾井貴童
（おのい きどう）

1961年山形県生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士
課程中退。2004年から北海道大学大学院文学研究院教
授。専門は比較宗教社会学。近著に、櫻井義秀『統一教会 ̶
性・カネ・恨から実像に迫る』中公新書。櫻井義秀・猪瀬優理
編『創価学会 ̶政治宗教の成長と隘路』法藏館（四月刊行
予定）。櫻井義秀『信仰か、マインドコントロールか ̶カル
ト論の構図』法藏館（五月刊行予定）。

櫻井義秀
（さくらい よしひで）

1961年京都市生まれ。85年に共同通信社入社。長崎、京都
支局などを経て本社文化部に勤務後、2009年に東京メト
ロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）に出向、2年間報道
部長を務める。11年から編集委員として「こころ」のページ
を担当。長崎支局長を経て18年春から再び現職。宗教とそ
の周辺を約30年間、取材している。
2020年に本会第34期の論説委員、2022年より第35期の
広報委員を務める。

西出勇志
（にしで たけし）

特  集　
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特 集 今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

尾
井

　

安
倍
元
総
理
が
銃
撃
さ
れ
た
事
件
で
注
目
さ
れ
た
の

が
、
山
上
被
告
の
犯
行
の
動
機
で
し
た
。
世
界
平
和
統
一

家
庭
連
合
い
わ
ゆ
る
旧
統
一
教
会
と
政
治
と
の
癒
着
を
断

ち
切
り
た
い
と
い
う
思
い
で
や
っ
た
と
取
り
沙
汰
さ
れ

て
、
そ
の
時
、
旧
統
一
教
会
に
よ
る
霊
感
商
法
や
多
額
の

寄
附
行
為
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
実
態
が
大
々
的
に
報
道

さ
れ
、
国
民
の
大
多
数
が
そ
れ
を
知
っ
た
わ
け
で
す
。
人

の
命
を
殺
め
る
の
は
絶
対
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
旧
統
一
教
会
の
実
態
に
み
ん
な
驚
い
た
状
況
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
宗
教
団
体
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
事
件
発
生
か

ら
今
ま
で
の
仏
教
界
、
宗
教
界
に
つ
い
て
の
概
観
を
お
二

人
か
ら
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

櫻
井

　

宗
教
「
団
体
」
と
宗
教
「
法
人
」
の
差
異
に
つ
い
て
、

社
会
的
な
責
任
に
軽
重
の
差
が
出
て
く
る
と
は
私
は
考
え

て
い
ま
せ
ん
。
教
団
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
の
人
権
と
か

福
祉
、
及
び
外
部
の
人
た
ち
の
幸
せ
に
、
な
ん
ら
か
の
形

で
尽
く
す
と
い
う
在
り
方
が
私
は
宗
教
と
し
て
当
然
だ
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　
布
教
、
勧
誘
、
教
化
あ
る
い
は
寄
附
金
の
出
し
方
含
め

て
、
国
か
ら
指
針
と
い
い
ま
す
か
本
質
的
に
は
規
制
な
ん

で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
ど

う
な
の
か
な
と
す
ら
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
宗
教
界
の
方
か

ら
、
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
自
主
的
に
考
え
て
、
宗
教

は
本
来
こ
う
で
は
な
い
と
、
政
府
と
か
メ
デ
ィ
ア
に
先
ん

じ
て
出
す
べ
き
で
し
た
。

　
日
本
で
は
カ
ル
ト
視
さ
れ
る
団
体
が
絶
え
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
責
任
は
、
当
該
の
団
体
に
あ
る

だ
け
で
な
く
、
日
本
人
自
体
の
宗
教
に
対
す
る
リ
テ
ラ

シ
ー
、
素
養
的
な
も
の
が
、
非
常
に
弱
く
な
っ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
し
、
既
成
宗
教
が
、
宗
教
と
い
う
の
は
そ
ん
な

も
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
能
力
の
低
さ
に
も
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
こ
の
事
件
を
宗
教
界
が
真
剣
に
受
け
止
め

て
、
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
活
動
に
生
か
し
て
い
く
の

か
、
あ
る
い
は
宗
教
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
今
後
社
会

に
示
し
て
い
か
な
い
と
、
宗
教
に
対
す
る
信
頼
は
、
オ
ウ

ム
真
理
教
事
件
の
時
と
同
じ
よ
う
に
低
下
し
て
く
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

西
出

　
同
感
で
す
。
旧
統
一
教
会
問
題
は
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件

以
上
に
宗
教
界
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
な
る
で
し
ょ

う
。
オ
ウ
ム
事
件
は
無
差
別
殺
人
を
含
ん
で
い
て
、
あ
ま

り
に
特
異
性
が
際
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、
旧
統
一
教
会
問

題
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
高
額
献
金
や
二
世
は
、
現
在
の
宗

教
界
と
地
続
き
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
今
の
宗
教

界
は「
我
が
こ
と
」と
し
て
捉
え
て
い
な
い
。「
宗
教
二
世
」

で
は
な
く
「
カ
ル
ト
二
世
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
声
も

宗
教
界
に
あ
り
ま
す
が
、
私
は
あ
え
て
「
宗
教
二
世
」
と

書
い
て
い
ま
す
。
特
殊
な
「
カ
ル
ト
」
で
は
な
く
「
宗
教
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
強
く
感
じ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　
今
の
宗
教
界
を
見
て
い
る
と
、
自
分
た
ち
と
は
関
係
が

な
い
と
思
っ
て
い
る
か
、
関
係
が
あ
る
の
は
分
か
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
も
の
が
言
い
に
く
い
・
難
し
い
と
感
じ
て

い
る
か
、
無
関
心
か
の
3
つ
の
態
度
が
多
く
を
占
め
て

い
る
気
が
し
ま
す
。
全
般
的
に
他
人
事
だ
と
い
う
感
覚
が

主
流
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

尾
井

　
私
は
寺
で
育
っ
て
、
ず
っ
と
仏
教
に
携
わ
っ
て
い
ま
す

が
、
仏
教
の
考
え
方
と
し
て
相
手
よ
り
も
自
己
を
見
つ
め

る
側
面
が
強
く
、
他
の
教
団
を
攻
撃
し
た
り
批
判
し
た
り

は
な
か
な
か
し
に
く
い
環
境
で
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
が
活
動

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
代
で
は
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

櫻
井

　
江
戸
時
代
あ
る
い
は
そ
の
前
か
ら
、
日
蓮
宗
系
の
不
受

不
施
派
の
よ
う
に
権
力
に
批
判
的
な
宗
派
も
あ
り
ま
し
た

が
、
仏
教
の
各
宗
派
は
と
こ
ろ
を
得
て
や
れ
ば
良
い
の
で

あ
っ
て
、
ど
れ
が
正
し
い
と
か
間
違
い
と
か
と
言
う
ん

じ
ゃ
な
い
と
い
う
形
で
、
浄
土
真
宗
系
や
日
蓮
宗
系
の
過

激
な
と
こ
ろ
を
体
制
側
が
押
さ
え
て
き
た
歴
史
は
あ
り
ま

す
よ
ね
。キ
リ
ス
ト
教
系
の
新
宗
教
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、

仏
教
系
か
ら
は
そ
も
そ
も
認
識
で
き
な
い
、
評
価
し
づ
ら

い
面
は
確
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
旧
統

一
協
会
、
エ
ホ
バ
の
証
人
な
ど
に
関
し
て
は
、
日
本
基
督

教
団
や
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
、
そ
の
他
牧
師
さ
ん
方
あ
る

い
は
神
父
さ
ん
方
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
所
か
ら
批
判
し
、
そ
れ
を
仏
教
界
が
ず
っ
と
見
て
い
た

の
で
す
。

西
出

　
確
か
に
文
化
庁
の
『
宗
教
年
鑑
』
で
旧
統
一
教
会
は
キ

リ
ス
ト
教
系
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
に
お

い
て
は
日
本
人
の
宗
教
観
と
密
接
し
た
形
で
活
動
を
展
開

し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教

的
な
面
ば
か
り
だ
と
は
言
え
な
い
の
は
周
知
の
通
り
で

す
。
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
的
な
要
素
の
中
の
問
題
点
に
つ

い
て
、
日
本
の
仏
教
者
が
指
摘
で
き
る
状
況
が
あ
れ
ば
、

違
っ
た
展
開
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

　
　
政
治
と
宗
教
の
在
り
方

尾
井

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
回
の
事
件
で
、
旧
統
一
教
会
と
政
治
家
の
癒
着
の
実

態
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
現
代
の
日
本
に
は
政
教
分
離
の

原
則
が
あ
り
ま
す
が
、
宗
教
と
政
治
は
ど
の
よ
う
な
関
係

性
を
築
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

櫻
井

　
政
教
関
係
に
は
国
ご
と
に
独
自
の
も
の
が
あ
っ
て
、
ど

れ
が
理
想
的
で
正
し
い
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
こ
に
緊
張
関
係
が
な
い
と
、
癒

着
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
癒
着
に
関
し
て
言
う
と
、
政
治
家
が
宗
教
的
な
理

念
を
も
っ
て
政
治
を
行
う
、
あ
る
い
は
宗
教
家
が
政
治
的

な
理
念
、
な
い
し
は
社
会
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

考
え
方
を
も
っ
て
政
治
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
今
の
自

民
党
と
旧
統
一
教
会
の
関
係
は
、
お
互
い
が
お
互
い
を
利

用
し
合
う
と
い
う
意
味
で
の
癒
着
で
す
。
ま
こ
と
に
節
操

が
な
い
や
り
方
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
非
常
に
見
苦
し
く
、

そ
し
て
国
益
と
国
民
の
権
利
を
全
然
守
っ
て
い
な
い
。

　
政
治
家
は
、
旧
統
一
教
会
は
反
社
会
的
団
体
だ
か
ら
付

き
合
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
言
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
理

念
と
活
動
の
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
問
題
か
を
あ
ま
り
言

わ
な
い
ん
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
も
そ
こ
を
も
っ
と
突
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
を
せ
ず
に
お
金
を
集
め
す
ぎ
た
と

か
、
寄
附
金
の
取
り
方
が
問
題
だ
と
か
、
お
金
が
ら
み
の

こ
と
、
あ
る
い
は
自
民
党
と
癒
着
し
て
い
る
と
い
う
、
非

常
に
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
問
題
化
し
て
、
肝
心
な
こ
と
を

あ
ま
り
言
わ
な
い
。

　
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
や
は
り
宗
教
界
と
し
て

は
な
に
が
問
題
か
を
具
体
的
に
把
握
し
て
、
そ
れ
に
つ
い

世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
問
題
か
ら
仏
教
界（
宗
教
界
）を
考
え
る

鼎
談

特 

集
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特 集 今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

て
政
治
家
に
反
省
を
求
め
る
。
支
援
や
後
援
し
て
い
た
政

治
家
に
し
っ
か
り
し
て
ほ
し
い
と
意
見
す
る
く
ら
い
で
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

西
出

　
今
回
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
双
方
が
共
犯
的
に
利
用
し

あ
う
癒
着
で
あ
り
、
結
果
が
日
本
国
民
の
利
益
に
反
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
私
は
政
治
家
と
宗
教
者

は
も
っ
と
意
見
交
換
す
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、

自
分
た
ち
の
理
念
を
政
治
家
に
伝
え
る
こ
と
は
、
悪
い
こ

と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
も

そ
れ
は
同
様
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
統
一
教
会
は
「
カ
ル
ト
」
な
の
か

尾
井

　

私
も
お
二
人
と
同
感
で
、
政
治
家
で
あ
る
前
に
一
個
人

と
し
て
自
分
の
人
生
を
支
え
る
宗
教
を
持
つ
と
い
う
の
は

当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
全
日
本
仏
教
会
の
仏
教
懇
話

会
に
は
党
派
を
超
え
て
い
ろ
い
ろ
な
政
治
家
の
方
に
参
加

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
実
際
法
話
を
聞
い
て
い
た

だ
い
て
、
だ
れ
も
懇
話
会
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
隠
し
た

り
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
回
、
政
治
家
の
方
々
は
旧
統

一
教
会
と
の
関
係
を
ひ
た
隠
し
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど

こ
か
で
票
の
た
め
に
し
か
や
っ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
後

ろ
め
た
い
感
覚
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。

　
次
に
、
日
本
宗
教
連
盟
（
以
下
、
日
宗
連
）
の
談
話
で

は
、
自
分
た
ち
の
加
盟
団
体
で
は
な
い
と
い
う
表
現
を
し

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
い
わ
ゆ
る
カ
ル
ト
と
い
う
表
現
が
出

て
き
ま
し
た
が
、
旧
統
一
教
会
は
カ
ル
ト
と
い
う
よ
う
な

枠
組
み
で
捉
え
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

櫻
井

　
旧
統
一
教
会
は
カ
ル
ト
と
い
う
認
識
で
は
、
も
は
や
適

切
で
は
な
い
。
カ
ル
ト
は
、
正
統
に
対
し
て
異
端
的
で
あ

る
と
か
、
非
主
流
的
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
教
団
と
し

て
出
来
た
ば
か
り
で
カ
リ
ス
マ
的
な
教
祖
に
率
い
ら
れ
て

い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。

　
し
か
し
旧
統
一
教
会
は
中
規
模
教
団
だ
し
、
宗
教
だ
け

で
な
く
政
治
的
な
団
体
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
率
い

て
い
る
組
織
な
ん
で
す
。
私
は
「
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
宗

教
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
は
70
年

近
く
あ
り
ま
す
し
、
世
界
宗
教
化
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ

を
カ
ル
ト
と
呼
ぶ
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
カ
ル
ト
と
過
小
評
価
し
て
、
我
々
と
は
関
係
な

い
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
旧
統
一
教
会
が
日
本
に
与

え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
何
と
か
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
考
え

る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
旧
統
一
教
会

に
対
し
て
は「
カ
ル
ト
問
題
」と
い
う
呼
称
は
使
わ
ず
に
、

「
統
一
教
会
問
題
」
と
言
っ
た
方
が
よ
り
明
確
で
す
。

西
出

　
日
宗
連
が
出
し
た
理
事
長
談
話
で
「
当
該
団
体
は
日
本

宗
教
連
盟
の
加
盟
法
人
で
は
な
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
表
明
し

て
い
る
点
は
、
と
て
も
重
要
で
す
。
日
宗
連
に
宗
教
法
人

が
す
べ
て
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
宗
教

法
人
の
９
割
を
占
め
る
日
宗
連
が
自
分
た
ち
と
は
違
う
の

だ
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、
宗
教
界
を
知
ら
な
い
多
く
の

人
々
に
と
っ
て
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
少
な
く

と
も
自
分
た
ち
の
考
え
て
い
る
宗
教
と
は
異
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
自
分
た
ち
の
信
心

や
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
発
言
す
ら
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
を
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　
　
事
件
が
起
き
る
前
に
な
に
が
で
き
た
の
か

尾
井

　
こ
の
旧
統
一
教
会
の
問
題
は
何
十
年
も
前
か
ら
問
題
視

さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
こ
う
し
た
事

件
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
仏
教
界
や
宗
教
界
は
事
件
が
発

生
す
る
前
に
な
に
か
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か

を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

櫻
井

　
旧
統
一
教
会
の
被
害
者
、
あ
る
い
は
元
信
者
、
現
役
信

者
と
い
っ
た
方
々
の
相
談
を
受
け
て
き
た
方
は
仏
教
界
に

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
宗
門
や
教
派
を

あ
げ
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
体
制
が
キ
リ
ス
ト
教
会
に
比

べ
れ
ば
弱
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

　
被
害
者
に
対
応
し
て
く
れ
る
弁
護
士
は
30
年
来
活
動
を

継
続
し
て
い
る
わ
け
だ
し
、
私
の
研
究
も
継
続
し
て
い
た

わ
け
で
す
け
ど
、
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
私
の
研
究
も
学
会
で
は
櫻
井
さ

ん
は
変
わ
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
扱
わ
れ
て
い
て
、

カ
ル
ト
問
題
を
宗
教
社
会
学
の
メ
イ
ン
の
テ
ー
マ
と
は
誰

も
考
え
て
い
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
偏
っ
た

こ
と
を
や
る
な
ら
新
宗
教
問
題
を
、
新
宗
教
問
題
を
や
る

の
で
あ
れ
ば
伝
統
宗
教
も
や
る
べ
き
だ
と
か
、
誰
も
が
わ

か
る
王
道
的
な
こ
と
を
や
っ
て
く
れ
た
方
が
あ
り
が
た
い

と
い
う
声
は
ず
っ
と
聞
い
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
旧
統

一
教
会
に
限
ら
ず
、
一
つ
の
教
団
を
調
査
し
、
そ
れ
な
り

に
わ
か
ろ
う
と
す
れ
ば
最
低
20
年
は
か
か
り
ま
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
一
人
の
研
究
者
の
キ
ャ
リ
ア
は
せ
い
ぜ
い

2
つ
の
教
団
ぐ
ら
い
で
尽
き
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
事

件
が
起
き
な
い
と
学
会
も
動
か
な
い
し
、
メ
デ
ィ
ア
も
動

か
な
い
、
社
会
も
動
か
な
い
。
幸
か
不
幸
か
こ
う
い
う
形

で
事
件
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
大
学
に
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
や
っ
て
い
る
人
が
い
ま

す
。世
の
中
の
役
に
立
つ
か
否
か
関
係
な
く
や
っ
て
い
て
、

キ
ャ
リ
ア
の
中
で
1
回
く
ら
い
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
文
学
部
の
教
授
が
100
人
い
る
中
で
数
人

い
る
か
い
な
い
か
で
す
。
こ
れ
が
人
文
社
会
系
の
学
問
で

す
。
今
、
政
府
は
と
に
か
く
役
に
立
つ
こ
と
、
金
に
な
る

こ
と
を
や
れ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
み
ん
な
が
そ
れ

を
や
っ
て
し
ま
っ
て
は
学
問
の
幅
は
全
然
広
が
ら
な
い
。

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
る
中
で
、
た
ま
た
ま
こ
う
い
う
問

題
が
起
き
た
時
に
、
研
究
の
蓄
積
の
中
か
ら
コ
メ
ン
ト
で

き
る
人
間
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
な
に
に
関
し
て
も
必
要

だ
と
思
う
ん
で
す
。

　
こ
の
事
件
の
前
と
後
含
め
て
、
社
会
の
幅
の
広
さ
、
あ

る
い
は
私
た
ち
の
関
心
の
広
が
り
、
こ
れ
を
保
つ
と
こ
ろ

に
宗
教
文
化
あ
る
い
は
宗
教
界
の
果
た
す
役
割
が
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　
宗
教
は
大
き
な
広
が
り
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実

際
に
は
諸
宗
教
で
大
学
も
経
営
し
、
中
高
の
運
営
も
し
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
学
生
や
子
ど
も
た
ち
に
宗
教
文
化

的
な
リ
テ
ラ
シ
ー
、
あ
る
い
は
そ
の
素
養
を
教
え
て
い
く

こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
そ
れ
を
地
道
に
や
っ
て
い
く

中
で
、
こ
う
い
っ
た
問
題
に
対
す
る
対
処
法
と
か
処
方
箋

は
自
ず
と
で
き
て
く
る
の
で
す
。

西
出

　
宗
教
界
で
統
一
教
会
の
在
り
方
に
関
心
を
持
ち
、
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
い
た
方
は
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
大

き
な
力
に
は
な
ら
ず
、
社
会
全
体
の
認
識
も
低
か
っ
た
。

理
由
の
一
つ
は
、
人
々
に
知
ら
せ
る
役
割
を
持
つ
メ
デ
ィ

ア
が
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
私
が
入
社
し
た
１
９
８
５
年
頃
は
、
霊
感
商
法
問
題

は
そ
れ
な
り
に
大
き
な
取
材
テ
ー
マ
で
し
た
。
た
だ
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
は
新
し
い
事
象
、
つ
ま
り
ニ
ュ
ー
ス
に
飛
び

つ
く
感
覚
が
強
い
で
す
か
ら
、新
し
さ
、変
化
が
な
い
と
、

な
か
な
か
食
い
つ
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
旧
統
一
教
会
を
過

去
の
問
題
と
し
て
見
過
ご
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
は

大
き
な
反
省
点
で
す
ね
。

尾井事務総長はZoomにて参加
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特 集 今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

　
　
質
問
権
に
つ
い
て

尾
井

　
仏
教
界
は
自
分
た
ち
の
主
張
を
し
て
い
た
つ
も
り
だ
け

ど
、
全
然
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
点
が
あ
り
ま

す
。
警
察
、
メ
デ
ィ
ア
、
裁
判
所
、
所
轄
庁
。
各
界
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
反

省
す
べ
き
と
こ
ろ
は
す
べ
き
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
今
、
そ
れ
ぞ
れ
が
責
任
を
問
い
合
う
時
で
も
な
い
の
で

し
ょ
う
。
こ
れ
を
教
訓
と
し
て
こ
れ
か
ら
こ
う
す
べ
き
と

い
う
動
き
に
繋
が
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

　
次
に
、
い
わ
ゆ
る
質
問
権
に
つ
い
て
で
す
。
今
、
実
際

に
質
問
が
行
わ
れ
て
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
見
て
い
る
と
か

な
り
強
気
な
回
答
が
来
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
質
問

権
の
行
使
を
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
は
捉
え
た
ら
良
い
の
で

し
ょ
う
か
？ 

櫻
井

　
宗
教
法
人
と
し
て
疑
義
が
あ
る
と
い
う
声
が
、
社
会
の

各
層
か
ら
出
て
き
て
、
文
化
庁
宗
務
課
と
し
て
対
応
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
な
れ
ば
、
質
問
権
は
行
使
で
き
る
わ

け
で
す
。
行
使
を
し
て
活
動
を
吟
味
し
て
、
い
き
な
り
解

散
請
求
に
行
く
の
で
は
な
く
て
、
活
動
を
1
年
間
停
止

さ
せ
る
な
ど
、
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
や
る
の
が
本
来
は
適

切
で
す
。
組
織
の
構
成
員
に
問
題
行
動
が
あ
っ
た
時
、
い

き
な
り
懲
戒
解
雇
す
る
よ
う
な
団
体
は
あ
り
ま
せ
ん
。
厳

重
注
意
か
ら
始
ま
っ
て
戒
告
な
ど
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
な
が

ら
、
最
後
に
解
雇
で
す
。
宗
教
法
人
の
解
散
は
懲
戒
解
雇

の
よ
う
な
も
の
で
す
。
解
散
命
令
の
請
求
を
視
野
に
入
れ

な
が
ら
と
首
相
が
最
初
か
ら
前
の
め
り
に
や
っ
て
お
り
、

統
一
地
方
選
の
前
ま
で
に
決
着
を
つ
け
た
方
が
支
持
率
が

上
が
る
と
見
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
旧

統
一
教
会
か
ら
法
的
手
続
き
の
適
切
性
で
批
判
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。

　
し
か
も
こ
れ
は
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
っ
て
き
ま
す
。
解

散
命
令
の
請
求
に
関
し
て
も
質
問
権
の
行
使
は
、
時
の
為

政
者
が
や
れ
と
言
っ
た
ら
や
る
の
か
と
。
こ
れ
は
非
常
に

危
険
な
行
為
で
す
。戦
前
の
大
本
教
に
例
が
あ
り
ま
す
が
、

内
務
省
主
導
で
幹
部
や
信
者
の
検
束
を
先
行
さ
せ
、
陳
述

調
書
を
ね
つ
造
し
て
ま
で
も　
大
政
を
翼
賛
し
な
い
教
団

を
抑
圧
し
た
過
去
の
あ
る
日
本
な
の
で
、
為
政
者
や
行
政

が
本
来
の
手
続
き
を
踏
ま
ず
に
こ
う
い
っ
た
権
限
を
行
使

す
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
基
本
的
に
は
思
い
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、
質
問
権
の
行
使
に
ど
れ
だ
け
の
効
力
が
あ

る
か
で
す
け
ど
も
、
旧
統
一
教
会
が
実
際
の
裏
帳
簿
を
含

め
て
出
す
と
は
到
底
思
え
な
い
の
で
、
お
金
の
流
れ
を
明

ら
か
に
す
る
と
か
、
人
事
的
な
繋
が
り
を
明
確
に
す
る
の

は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
質
問
権
の
行
使
の
効
力
と
限
界
に

つ
い
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

西
出

　
質
問
権
の
行
使
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
オ
ウ
ム
真
理

教
事
件
の
反
省
を
踏
ま
え
て
宗
教
法
人
法
改
正
の
際
に
導

入
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た

質
問
権
と
い
う
「
伝
家
の
宝
刀
」
の
行
使
に
関
し
て
政
府

が
あ
ま
り
に
も
閉
鎖
的
で
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
の

際
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
委
員
は
結
構
、
自
分
の
思
う
と

こ
ろ
を
取
材
に
対
し
て
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
国

の
厳
し
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
発
言
が
封
じ
ら
れ
て

い
る
。
相
手
の
あ
る
こ
と
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
も
密
室

主
義
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
解
散
請
求
命
令
に
関
し
て
い
え
ば
、
岸
田
首
相
の
答
弁

の
揺
れ
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
ま
ず
結
論
あ
り
き
と
の
疑

念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
さ
き
ほ
ど
言
っ
た

よ
う
に
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
秘
密
主
義
も
気
に
な

り
ま
す
。
質
問
権
行
使
は
当
然
と
思
う
も
の
の
、
い
ろ
い

ろ
な
宗
教
法
人
に
波
及
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
り
、
よ
り

慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
戦
前
の
宗
教
団
体
法
成
立
時
の
新
聞
報
道
を
見
て

い
る
と
、
政
府
に
都
合
の
悪
い
宗
教
団
体
へ
の
取
り
締
ま

り
を
行
う
た
め
の
世
論
誘
導
が
あ
り
、
櫻
井
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
通
り
、
宗
教
弾
圧
も
起
き
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
細

心
の
注
意
を
払
う
べ
き
だ
し
、
み
ん
な
が
肝
に
銘
じ
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
新
法
の
問
題
点
と
は

尾
井

　
「
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
」
い
わ
ゆ
る
〝
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
新
法
〟

に
関
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
、
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

櫻
井

　
こ
の
新
法
は
献
金
を
要
請
す
る
、
あ
る
い
は
勧
誘
す
る

際
に
ど
う
い
う
配
慮
義
務
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
3

つ
の
要
件
を
説
明
し
て
、
そ
の
上
で
の
禁
止
事
項
を
6

つ
た
て
る
と
い
う
中
身
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
寄
附
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
配
慮
義
務
の
中
で
、
そ
の
人
の
自
由
な
意
思
決
定
が
阻

害
さ
れ
な
い
こ
と
が
入
っ
て
い
ま
す
。
寄
附
だ
け
で
は
な

く
、
布
教
の
際
に
も
自
由
な
意
思
決
定
が
充
分
な
さ
れ
る

よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
も
な
っ
て
い
る
の

で
、
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
6
つ
の
禁
止
事
項
の
う
ち
、
最
初
の
5
つ
は
、
実
質

的
に
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
禁
じ
る
中
身
で
す
。
西

田
公
昭
立
正
大
学
教
授
が
言
う
と
こ
ろ
の
短
期
の
マ
イ
ン

ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
長
期
の
マ
イ

ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
短
期
の
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
者
と
な
り
、
そ

の
人
の
世
界
観
と
か
価
値
観
が
完
全
に
転
換
さ
れ
て
し
ま

う
状
態
で
す
。

　
こ
の
長
期
の
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
て
し
ま

う
と
、
旧
統
一
教
会
の
信
者
は
み
ん
な
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
た
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
宗
教
法
人
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
る
教
団
の
信
者
が
、
全
て
自
分
の
意
思

決
定
で
は
な
く
騙
さ
れ
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
家
族
代
理
権
の
話
に
繋
が
り
ま

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/　
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特 集 今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

す
。
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
特
定
教
団
の
信
者
に
対

し
て
、
宗
教
的
な
人
格
権
と
か
財
産
処
分
の
人
権
を
認
め

な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
長
期
の
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
入
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
入
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
世
信
者
と
か
被
害
者
の
人
た
ち
が

か
な
り
強
く
主
張
し
て
い
た
、「
10
年
と
か
20
年
単
位
で

自
分
達
は
信
者
に
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
マ
イ
ン
ド

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
が
非
常
に
し
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
が
生
涯
か
け
て
や
っ

て
き
た
献
金
を
取
り
戻
す
訴
訟
を
し
た
時
に
、
こ
の
論
理

が
使
え
な
く
な
る
。
自
分
が
信
者
の
時
に
、
外
形
的
に
は

喜
ん
で
献
金
し
た
よ
う
な
部
分
に
関
し
て
は
損
害
賠
償
請

求
出
来
な
い
の
で
す
。
こ
こ
は
法
律
的
な
問
題
解
決
の
一

つ
の
限
界
だ
と
思
う
し
、
こ
の
限
界
を
突
破
し
よ
う
と
す

る
と
信
教
の
自
由
の
問
題
に
触
れ
て
し
ま
う
。
メ
デ
ィ
ア

で
こ
の
点
に
踏
み
込
ん
で
解
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
宗
教
団
体
に
と
っ
て
一
番
大

事
な
話
で
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
争
と
し
て
、
長

年
海
外
で
は
議
論
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

尾
井

　
こ
の
新
法
は
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
を
防
止
す
る
法
律
で

あ
っ
て
、
寄
附
に
新
し
い
ル
ー
ル
を
設
け
る
わ
け
で
は
な

い
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
な
に
か
感
じ
る
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
す
か
？

櫻
井

　
旧
統
一
教
会
の
よ
う
な
団
体
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、

一
般
の
宗
教
団
体
の
方
は
関
係
な
い
と
い
う
言
い
方
で
す

よ
ね
。
し
か
し
法
律
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
図
で
作

ら
れ
た
に
せ
よ
、
一
旦
成
立
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
を
使

う
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
で
使
え
る
わ
け
で
す
。
消
費

者
庁
の
専
門
部
会
で
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
出
て
き
て
、
そ

れ
を
も
と
に
1
か
月
半
く
ら
い
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
法
律
に
、
今
後
宗
教
界
は
縛
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　
例
え
ば
、
寄
附
を
し
た
後
に
、
い
や
い
や
こ
れ
は
霊
感

的
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
か
ら
取
り
消
し
の
対
象
に
な
る
と

請
求
す
る
人
は
、
当
然
現
れ
て
く
る
。
あ
る
い
は
お
じ
い

さ
ん
が
こ
れ
を
遺
贈
す
る
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

家
族
と
し
て
納
得
し
て
い
な
い
と
い
う
人
も
、
当
然
出
て

く
る
わ
け
だ
し
、
そ
う
す
る
と
宗
教
界
に
集
ま
っ
て
い
た

浄
財
で
堂
宇
を
建
て
た
り
、
記
念
行
事
を
行
っ
た
り
し
に

く
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　
厚
労
省
の
出
し
た
Q
&
A
に
関
し
て

尾
井

　
関
連
す
る
質
問
な
の
で
す
が
、
令
和
４
年
の
12
月
27
日

に
厚
生
労
働
省
が
「
宗
教
の
信
仰
等
に
関
係
す
る
児
童

虐
待
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
Q
&
A
」
を
出
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
が
布
教
す
る
際
に
も
関
わ
り
を
持
ち
そ

う
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
先
生
方
に
お
考
え
を
お
聞
か

せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

櫻
井

　
身
体
的
虐
待
、
精
神
的
虐
待
、
性
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク

ト
と
い
う
4
つ
の
例
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ど
う
な
ん
だ
と

い
う
話
で
す
よ
ね
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
的
な
拘
束

力
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
児
童
相
談
所
や
行
政
の
窓
口

が
、
今
後
二
世
信
者
と
か
被
害
者
、
元
信
者
の
人
に
対
応

す
る
際
に
、
念
頭
に
お
い
て
ほ
し
い
と
い
う
指
針
で
す
。

宗
教
界
で
、
も
し
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
す
る
場
合
に
参
照

し
て
も
良
い
素
材
だ
と
思
い
ま
す
。

　
た
だ
、
そ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
省
庁
が
二
世
信

者
の
人
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
集
め
た
事
例
を
散
り
ば
め
て

い
る
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
だ
か
ら
旧
統
一
教
会
と
エ
ホ
バ

の
証
人
の
ケ
ー
ス
が
前
面
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
信

仰
的
虐
待
と
い
う
言
葉
が
一
人
歩
き
す
る
可
能
性
が
あ

る
。こ
れ
は「
宗
教
二
世
」と
い
う
言
い
方
と
全
く
同
じ
で
、

宗
教
は
必
ず
個
人
で
選
択
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、躾
の
段
階
で
教
え
込
む
の
は
ダ
メ
な
ん
だ
と
か
、

宗
教
に
は
虐
待
的
な
も
の
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

か
、
一
般
の
人
が
考
え
て
し
ま
う
。
宗
教
は
怖
い
と
か
、

敬
遠
す
る
向
き
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
は
、
宗
教
界
の
方
で
信
仰
的
虐
待
と
は
な
に
を
言
っ

て
い
る
の
か
、
自
分
達
の
教
化
の
仕
方
と
ど
こ
に
接
点
が

あ
っ
て
ど
こ
が
違
う
の
か
を
明
確
に
言
え
る
よ
う
に
な
ら

な
い
と
、
一
般
の
人
か
ら
質
問
さ
れ
た
際
に
答
え
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
信
仰
的
な
虐
待
は
、
極
端
な
例
で
す
。
親
御
さ
ん
が
子

ど
も
の
意
向
を
全
く
無
視
し
て
押
し
付
け
る
と
い
う
形

は
、当
該
の
教
団
に
お
い
て
も
限
定
的
か
な
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
エ
ホ
バ
の
証
人
の
人
に
話
を
聞
い
て
も
、
み
ん
な

が
ビ
ニ
ー
ル
の
ホ
ー
ス
で
鞭
打
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。中
学
生
く
ら
い
に
な
れ
ば
体
力
的
に
逆
転
す
る
の
で
、

体
罰
が
な
く
な
り
、
お
前
の
好
き
な
よ
う
に
し
ろ
と
言
わ

れ
る
段
階
が
来
る
。

　

旧
統
一
教
会
の
方
で
言
う
と
、
性
的
な
虐
待
を
一
部
含

む
話
で
す
け
れ
ど
も
、
不
純
な
異
性
交
遊
を
す
る
と
地
獄

に
行
く
よ
み
た
い
な
話
で
す
。
あ
と
は
純
潔
を
守
っ
て
合

同
結
婚
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
強
い
勧
め
で
す
ね
。

で
も
そ
れ
に
乗
ら
な
い
人
も
や
っ
ぱ
り
い
る
し
、
当
該
の

教
団
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
お
い
て
結
構
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
の
で
す
よ
。
そ
こ
を
理
解
し
な
い
で
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
そ
の
ま
ま
頭
に
入
れ
て
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の

子
に
あ
な
た
虐
待
さ
れ
て
い
な
い
か
と
か
、
旧
統
一
教
会

は
す
ぐ
辞
め
な
さ
い
と
言
う
の
で
は
、
行
政
や
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
の
対
応
と
し
て
う
ま
く
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
信

仰
が
あ
る
な
し
関
係
な
く
虐
待
は
虐
待
な
わ
け
で
す
。
こ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
従
来
、
宗
教
と
か
信
仰
を
背
景
に

虐
待
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
に
介
入
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
て

い
た
人
た
ち
に
対
し
て
、
い
や
躊
躇
す
る
こ
と
は
な
い
、

介
入
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
意
味
で
受
け
取
る
べ
き
で
す
。

西
出

　
Ｑ
＆
Ａ
は
、
宗
教
に
つ
い
て
よ
く
知
る
人
た
ち
の
意
見

を
踏
ま
え
て
練
ら
れ
た
内
容
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま

で
は
児
童
虐
待
の
現
場
で
宗
教
が
絡
ん
で
い
る
か
ら
問
題

に
し
に
く
い
と
い
う
感
覚
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

意
味
で
は
宗
教
が
絡
ん
で
い
て
も
虐
待
は
虐
待
で
あ
る
、

と
い
う
表
明
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
線
引
き
が

難
し
い
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
ほ
ぼ
な
い
事
例
で
は
あ
り

ま
す
が
、割
礼
は
ど
う
か
。
幼
児
洗
礼
を
ど
う
考
え
る
か
。

常
識
で
対
応
す
れ
ば
い
い
と
言
っ
て
も
、
常
識
が
い
つ
ま

で
通
用
す
る
の
か
。
現
在
の
信
仰
行
為
が
虐
待
と
な
る
可

能
性
を
孕
ん
で
い
ま
す
。

　
宗
教
界
の
み
な
さ
ん
は
、
こ
の
Ｑ
＆
Ａ
の
存
在
を
あ
ま

り
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
目
を
通

し
て
見
て
、
意
見
を
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
被
害

者
救
済
法
に
関
し
て
も
同
様
で
す
。

　
　
新
法
見
直
し
ま
で
の
2
年
間

尾
井

　
新
法
に
は
2
年
後
に
見
直
す
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
2
年
後
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
べ
き
だ

と
思
わ
れ
ま
す
か
？

櫻
井

　
新
法
自
体
の
不
具
合
が
ど
う
い
う
形
で
出
る
の
か
、
今

は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
状
態
な
の
で
、
ど
こ
を
ど
う
修
正

し
た
ら
い
い
の
か
は
言
え
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
こ
の
ま
ま
で
は
二
世
信
者
や
被
害
者
が
救
わ
れ

な
い
と
既
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
救
え
る
よ
う
な
形

https://www.mhlw.go.jp/content/221227_01.pdf
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特 集 今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～

に
直
せ
る
か
と
い
う
と
、
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
被
害

者
を
救
う
際
に
、
ど
う
い
う
形
で
救
う
の
か
に
つ
い
て
大

枠
の
話
を
政
治
家
も
し
て
い
な
い
し
、
メ
デ
ィ
ア
も
明
確

に
は
書
い
て
い
な
い
ん
で
す
。
国
が
国
税
を
使
っ
て
現
金

給
付
み
た
い
な
も
の
で
救
済
す
る
の
か
、
国
が
行
政
命
令

で
旧
統
一
教
会
に
お
金
を
出
さ
せ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
旧
統
一
教
会
に
損

害
賠
償
請
求
を
す
る
の
に
、
民
事
の
裁
判
し
か
な
い
わ
け

で
す
。
と
い
う
こ
と
は
今
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
法
テ
ラ
ス
に
繋
い
で
裁
判
を
し
や
す
く
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
結
局
、
民
事
裁
判
で
は
、
自
分
が
被
害
を
受

け
た
と
い
う
事
実
と
、
被
害
の
金
額
を
確
定
す
る
証
拠
書

類
を
被
害
者
が
用
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
こ

れ
が
非
常
に
難
し
い
の
が
、
旧
統
一
教
会
の
問
題
で
す
。

領
収
書
と
か
受
取
書
を
出
さ
な
い
、
あ
る
い
は
記
録
を
燃

や
し
た
と
か
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
民

事
で
も
30
件
余
り
し
か
裁
判
例
が
な
い
の
で
す
。
も
ち
ろ

ん
和
解
は
そ
の
倍
く
ら
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
来
の
被

害
者
数
か
ら
す
る
と
1
割
く
ら
い
し
か
裁
判
が
な
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
状
況
を
抜
本
的
に
改
善

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
な
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
要
す
る

に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
救
済
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
施
策

の
レ
ベ
ル
で
詰
め
て
は
い
な
い
。
二
世
信
者
の
問
題
も
、

今
回
の
新
法
で
は
家
族
代
理
権
の
設
定
と
い
っ
て
も
、
あ

く
ま
で
も
扶
養
の
範
囲
で
し
か
そ
れ
を
認
め
な
い
。
二
世

信
者
で
今
ク
レ
ー
ム
を
あ
げ
て
い
る
大
半
の
方
は
成
人
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
た
ち
は
対
象
外
に
な
っ
て
し

ま
う
。
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
高
生
が
親
を
差
し
置
い

て
弁
護
士
事
務
所
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
私
の
親
は
頼
り
に
な
ら
な
い
か
ら

私
が
裁
判
す
る
と
言
う
こ
と
が
可
能
か
。非
現
実
的
で
す
。

そ
う
す
る
と
救
済
の
実
効
性
に
欠
け
ま
す
。

　
で
は
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
な
に
か
出
来
る
か
と
い

う
と
、
財
産
権
の
問
題
に
な
っ
て
き
て
、
親
に
は
自
分
の

財
産
を
処
分
す
る
権
利
が
あ
る
わ
け
で
す
。
子
世
代
が
そ

れ
を
要
求
す
る
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
遺
産
の
際
の
遺
留

分
相
当
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
親
が
旧
統
一

教
会
に
3
千
万
円
出
し
た
と
し
て
、
こ
れ
を
子
ど
も
で

あ
る
自
分
は
取
り
返
す
権
利
が
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
う

と
、
も
う
寄
附
が
完
全
に
成
立
し
な
く
な
る
。
こ
れ
は
宗

教
界
に
と
っ
て
は
大
事
件
に
な
る
で
し
ょ
う
。
宗
教
界
は

こ
う
し
た
問
題
を
認
識
、
整
理
し
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
を
突

き
詰
め
る
と
こ
う
な
る
と
い
う
形
で
主
張
を
明
確
に
し
て

お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
宗
教
団
体
に
寄
附
し
に
く
く
な

る
だ
け
で
な
く
、
寄
附
金
の
上
限
規
制
み
た
い
な
も
の
が

入
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

西
出

　
被
害
者
救
済
法
は
好
意
的
に
捉
え
る
声
が
多
い
よ
う
で

す
が
、
特
に
運
用
面
で
の
チ
ェ
ッ
ク
は
必
要
で
す
。
ど
ん

な
こ
と
が
起
き
う
る
の
か
、
い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
を
想
像
し

て
お
い
た
方
が
い
い
で
す
ね
。
例
え
ば
、
遺
贈
。
子
ど
も

よ
り
も
お
寺
に
寄
付
し
た
い
と
い
う
人
た
ち
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
場
合
、
故
人
の
意
向
は
本
当
に
通
る
の
か
ど
う

か
。
被
害
者
救
済
新
法
の
対
象
は
宗
教
法
人
だ
け
で
は
な

い
の
で
、
他
の
法
人
か
ら
も
上
が
っ
て
く
る
要
望
や
批
判

も
よ
く
聞
い
て
、
必
要
で
あ
れ
ば
共
闘
す
る
こ
と
も
大
事

で
す
ね
。

　
　
最
後
に

尾
井

　
今
回
の
こ
と
は
、
日
本
の
宗
教
が
次
の
世
代
に
よ
っ
て

あ
ん
な
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
か
良
く
な
い
も
の
だ
と

な
っ
て
し
ま
い
、
長
い
時
間
を
か
け
て
作
っ
て
き
た
日
本

の
土
壌
と
い
う
か
文
化
を
急
に
覆
さ
れ
る
よ
う
な
危
険
性

を
孕
ん
で
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
言
う
べ
き
こ
と
は
言

う
、
発
信
し
て
ゆ
く
が
大
変
大
事
だ
な
と
再
認
識
い
た
し

ま
し
た
。
最
後
に
な
に
か
想
い
が
あ
れ
ば
お
伝
え
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

櫻
井

　
こ
う
い
う
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
方
に
宗

教
に
つ
い
て
語
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
形
に
は
な
ら
な
い
ん

で
す
。
宗
教
の
話
は
聞
き
た
く
な
い
の
で
す
。
旧
統
一
教

会
が
良
い
か
悪
い
か
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
こ
だ
け

言
っ
て
く
れ
と
。
で
も
な
ぜ
こ
の
問
題
が
起
き
た
の
か

は
、
や
は
り
宗
教
の
問
題
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
旧
統
一
教
会
の
問
題
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
人
に
よ
っ

て
、
立
場
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
弁
護
士
の
方
だ
っ
た
ら

お
金
の
問
題
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い
。
そ
れ
は

旧
統
一
教
会
が
1
9
8
0
年
く
ら
い
か
ら
霊
感
商
法
を

始
め
て
、
現
在
ま
で
献
金
被
害
が
出
て
い
ま
す
か
ら
、
こ

の
間
を
扱
っ
て
い
る
と
旧
統
一
教
会
は
宗
教
を
偽
装
し
た

経
済
団
体
と
い
う
認
識
に
な
る
ん
で
す
ね
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
で
は
、
政
治
家
と
旧
統
一
教
会
の
関
係
を
ず
っ
と

フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
と
、
旧
統
一
教
会
は
宗
教
右
派
的
に

見
え
て
く
る
。
日
本
会
議
も
一
緒
に
な
っ
て
、
自
民
党
の

中
に
食
い
込
ん
で
い
る
と
、
旧
統
一
教
会
の
政
治
組
織
と

し
て
の
側
面
を
見
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
し
か
し
、
信
者
の
人
が
な
ぜ
信
者
を
や
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
と
、
や
は
り
信
仰
心
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
信
仰
心
な
の
か
と
い
う
宗
教
的
な
側
面
を

理
解
し
て
い
か
な
い
と
、
こ
の
団
体
が
今
後
ど
う
な
っ
て

い
く
の
か
と
か
、
韓
国
へ
の
送
金
を
や
め
さ
せ
る
た
め
に

は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
な
ん
て
絶
対
出
て
こ
な
い
。

　
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
信
者
た
ち
は
信
仰
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
幸
せ

に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
人
の
も
の
の
見
方
は
ど
ん
ど
ん

狭
ま
っ
て
し
ま
う
し
、
非
倫
理
的
な
こ
と
も
上
位
の
人
に

命
じ
ら
れ
れ
ば
躊
躇
せ
ず
に
や
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
本

来
の
宗
教
の
在
り
方
と
か
信
仰
の
在
り
方
と
は
違
う
は
ず

で
す
。

　
信
仰
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
が
も
っ
と
広

が
り
、
世
間
的
な
し
が
ら
み
と
か
囚
わ
れ
て
い
た
い
ろ
い

ろ
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
瞬
間
を
持
っ
た

り
、
あ
る
い
は
自
由
自
在
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
繋
が
れ
た

り
と
い
う
側
面
が
、
宗
教
や
信
仰
に
は
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
宗
教
界
は
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

か
な
い
と
、「
宗
教
に
走
る
」と
か
、「
凝
り
固
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
人
々
の
間
で
ど
ん
ど
ん
強
く
な
っ
て

く
る
と
思
う
の
で
す
。
宗
教
と
は
な
に
か
、
信
仰
と
は
な

に
か
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
、
宗
門
に
お
け

る
教
学
、
あ
る
い
は
教
師
養
成
の
問
題
に
も
関
わ
る
よ
う

な
気
が
し
て
い
ま
す
。

西
出

　
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
が
起
き
た
時
、
仏
教
界
か
ら
出
て

く
る
声
で
大
き
か
っ
た
の
は
、
あ
れ
は
宗
教
で
は
な
い
、

仏
教
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
今
回
も
旧
統
一

教
会
は
宗
教
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
関
係
が
な
い
と
い
う

声
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
初
め
に
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
、
信
仰
に
苦
し
ん

で
い
る
人
た
ち
に
対
し
、
自
分
た
ち
と
は
関
係
が
な
い
と

言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
者
の
役
割
と
は
何
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
分
た
ち
の
教
団
と

統
一
教
会
の
問
題
に
類
似
点
が
な
い
か
を
点
検
し
、
あ
る

よ
う
で
あ
れ
ば
、
改
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
必
要
な

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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インボイス制度と電帳法特 集特 集
2

Ⅰ
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　
は
じ
め
に

　
寺
院
（
宗
教
法
人
）
は
、
布
施
、
賽
銭
、
喜
捨
、
寄
附

等
収
入
な
ど
消
費
税
法
上
の
不
課
税
取
引
が
多
く
、
消
費

税
へ
の
意
識
は
低
く
課
税
取
扱
い
が
不
明
確
な
場
合
が
あ

る
。
ま
ず
、
寺
院
の
代
表
役
員
な
ど
の
方
々
が
、
消
費
税

の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
の
前
提
を

い
く
つ
か
記
載
し
て
お
く
。

（
消
費
税
の
計
算
）

・�

課
税
取
引
（
消
費
税
を
の
せ
る
取
引
）
を
集
計
（
課
税

売
上
、
課
税
仕
入
に
係
る
消
費
税
額
）
す
る
。
課
税
取

引
と
は
国
内
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
性
の
あ

る
取
引
（
物
品
販
売
、
建
物
賃
貸
、
管
理
手
数
料
収
入

な
ど
）
の
こ
と
。
詳
細
は
下
表
を
参
照
。

・�

受
取
っ
た
消
費
税
（
課
税
売
上
）
か
ら
支
払
っ
た
消
費

税
（
課
税
仕
入
）
を
引
い
て
計
算
す
る
。（
本
則
）

消
費
税
額
＝
①
受
取
っ
た
消
費
税
額

−

②
支
払
っ
た
消
費

税
額
（
調
整
計
算
あ
り
）

（
イ
ン
ボ
イ
ス
：
適
格
請
求
書
等
）

国
税
庁
に
登
録
し
た
適
格
請
求
書
等
発
行
事
業
者
（
寺
院

等
）
が
発
行
す
る
要
件
充
足
の
「
適
格
請
求
書
等
」

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）

原
則
と
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
で
な
い
と
売
先
で
先
述
の
②

を
控
除
不
可
（
イ
ン
ボ
イ
ス
の
み
②
の
控
除
が
で
き
る
）

（
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
手
続
）

（1）
寺
院
（
宗
教
法
人
）
等
が
国
税
庁
に
申
請
登
録
（
適
格

請
求
書
等
発
行
事
業
者
に
な
る
）

（2）
要
件
充
足
し
た
「
適
格
請
求
書
等
」（
イ
ン
ボ
イ
ス
）

発
行
（
登
録
番
号
等
を
請
求
書
等
に
記
載
）

(3)
イ
ン
ボ
イ
ス
を
受
取
っ
た
取
引
先
（
売
先
）
で
仕
入
に

係
る
消
費
税
の
控
除
が
で
き
る

１
．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
目
的

　
2
0
2
3
年
10
月
か
ら
施
行
と
な
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
は
、
取
引
に
係
る
消
費
税
額
・
率
や
適
格
請
求
書
等
発

行
事
業
者
の
登
録
番
号
等
の
記
載
を
含
め
た
請
求
書
等
の

記
載
内
容
の
適
正
化
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
寺
院
も
含
め

た
事
業
者
間
の
取
引
を
複
数
、
転
々
と
流
通
す
る
請
求
書

等
の
適
正
化
を
図
り
、
消
費
税
の
適
正
な
転
嫁
、
取
引
の

公
正
化
、
税
収
の
適
正
な
確
保
を
行
う
。

２
．
消
費
税
の
仕
組
概
要
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度　

　
消
費
税
は
、
受
取
っ
た
消
費
税
等
（
課
税
売
上
に
係
る

消
費
税
等
）
か
ら
支
払
っ
た
消
費
税
等
（
課
税
仕
入
に
係

る
消
費
税
等
：
調
整
計
算
あ
り
）
を
控
除
し
て
計
算
（
本

則
課
税
）
す
る
。
仕
入
（
経
費
等
）
に
係
る
消
費
税
等
は

通
常
控
除
で
き
る
が
、
制
度
施
行
後
は
原
則
と
し
て
、
イ

ン
ボ
イ
ス
（「
適
格
請
求
書
等
」）
の
み
に
限
定
す
る
。
請

求
書
等
を
受
取
る
取
引
先
（
売
先
）
で
支
払
っ
た
消
費
税

等
の
控
除
を
制
限
す
る
こ
と
で
請
求
書
等
の
適
正
化
等
を

図
る
。
寺
院
等
で
課
税
売
上
（
収
益
事
業
の
収
益
等
）
が

あ
る
場
合
は
取
引
先
（
売
先
）
で
仕
入
に
係
る
消
費
税
が

控
除
で
き
な
い
た
め
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。

３
．
適
格
請
求
書
等
発
行
事
業
者
の
申
請
登
録

　
制
度
施
行
の
10
月
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
し
た
い
寺

院
等
は
令
和
5
年
9
月
30
日
ま
で
に
申
請
（
令
和
5
年
度

税
制
改
正
の
緩
和
措
置
含
む
）
す
る
。「
適
格
請
求
書
等

発
行
事
業
者
の
申
請
登
録
書
」
を
所
轄
税
務
署
へ
書
面
提

出
又
は
電
子
提
出
す
る
。
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
寺
院

は
消
費
税
等
の
課
税
事
業
者
（
本
則
又
は
簡
易
課
税
等
）

と
な
る
た
め
、
消
費
税
申
告
納
税
を
想
定
し
た
検
討
が
必

要
で
あ
る
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
電
帳
法

特 

集
２

公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
　
監
事

公
認
会
計
士
/
税
理
士
　
木
村
匡
成

（寺院等の消費税の課税区分）
・課税取引の原則：国内の資産譲渡等（輸入含む）→収益事業は通常、対価性あり（資産譲渡等に該当）

（インボイス制度適用）

課税 主な該当例

●絵はがき、写真帳、暦、
　線香、ろうそく、供花（神前・仏前除く）等販売
●墓地、霊園の管理料
●駐車場収入（舗装や設備）、建物貸付
●神前・仏前挙式：披露宴等飲食物提供、衣装貸付
●幼稚園等の制服、制帽、文具等販売、給食費収入
●資料館、所蔵館、宝物等の所蔵品貸付
●新聞、雑誌、講話・法話集、経典等出版・販売
●茶道、華道、書道等教授料　　　　　　　  など

（主に収益事業：
対価性や営利性）

消費税計算

（政策的：土地、
住宅、教育等）

対象外：調整

寄附金扱い：特定収入
（喜捨・賽銭的正確）

対象外

●永代使用料等の墳墓地貸付
●土地貸付、住宅貸付
●幼稚園等入園・授業料・施設設備・維持費等
　（教育役務提供）　　　　　          　　          など

●葬儀、法要等収入
  （戒名料、お布施、玉串料等）：宗教活動
●お守り、お札、おみくじ等販売：宗教活動
●宿泊施設（宿坊等）低廉提供等：宗教活動
●神前・仏前挙式等：宗教活動
●寺社仏閣等の拝観料　　　　　          　　  など

消費税対応取引
種類

課
税
取
引

○

×

非
課
税
取
引

不
課
税
売
上

（
特
定
収
入
該
当
あ
り
）

注）上記は一般的な取扱いを記載。実態や実質的内容を踏まえ判断（過去の経緯や取扱いなども影響あり）
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インボイス制度と電帳法特 集特 集
2

４
．
申
請
登
録
可
否
の
検
討

　

寺
院
等
が
適
格
請
求
書
等
発
行
事
業
者
と
し
て
申

請
登
録
か
否
か
一
般
的
な
判
断
基
準
を
上
の
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
に
示
す
。
も
と
も
と
課
税
事
業
者
で
あ
る
寺

院
は
登
録
申
請
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
免
税
事
業
者

で
あ
っ
た
寺
院
で
も
課
税
売
上
が
あ
り
、か
つ
売
先（
取

引
先
）
が
本
則
課
税
事
業
者
の
場
合
は
登
録
申
請
す
る

必
要
が
生
じ
る
。
な
お
、
簡
易
課
税
と
は
中
小
事
業
の

事
務
負
担
軽
減
の
た
め
、
課
税
売
上
の
み
集
計
す
る
だ

け
で
消
費
税
計
算
で
き
る
簡
便
法
で
、
仕
入
に
係
る
消

費
税
は
関
係
な
い
た
め
、
売
先
（
簡
易
課
税
選
択
事
業

者
の
場
合
）
に
不
利
益
は
生
じ
な
い
。

５
．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
係
る
対
応
事
項

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
係
る
一
般
的
な
対
応
事
項
を
下

の
表
に
ま
と
め
た
の
で
参
考
さ
れ
た
い
。
な
お
、
課
税

ス
テ
イ
タ
ス
と
は
消
費
税
の
課
税
方
法
で
、
本
則
課
税

（
原
則
）、
簡
易
課
税
、
免
税
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
寺

院
自
体
が
仕
入
に
係
る
消
費
税
の
控
除
で
き
な
い
不
利

益
を
被
ら
ぬ
よ
う
、
仕
入
先
等
へ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
申
請

状
況
確
認
、
取
引
関
係
見
直
し
な
ど
も
必
要
な
手
続
と

な
る
。
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
は
、
申
請
登
録
で
交
付

さ
れ
る
登
録
番
号
（
T
＋
13
桁
法
人
番
号
）
を
忘
れ
ず
に

記
載
す
る
。

６
．
任
意
団
体
の
イ
ン
ボ
イ
ス
申
請

　
構
成
員
全
員
に
対
し
て
権
利
義
務
や
財
産
が
帰
属
さ
れ

る
任
意
団
体
は
、
原
則
と
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
申
請
登
録

は
不
可
で
あ
る
が
、
以
下
の
任
意
団
体
は
申
請
登
録
が
可

能
と
さ
れ
る
。
護
持
会
な
ど
任
意
団
体
を
寺
院
と
は
別
会

計
に
し
、
当
該
任
意
団
体
に
課
税
売
上
が
あ
る
場
合
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

(1)
任
意
団
体
の
構
成
員
全
員
が
適
格
請
求
書
等
発
行
事
業

者
の
申
請
登
録
者
で
あ
る
こ
と

(2)
代
表
者
や
管
理
者
（
役
員
等
）
な
ど
が
設
置
さ
れ
継
続

運
営
さ
れ
る
団
体
で
あ
る
こ
と

Ⅱ
電
子
帳
簿
保
存
法

　
は
じ
め
に

　
最
近
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
の
中
で
、
帳
簿
書
類
等
を

電
子
化
す
る
動
き
が
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
政
府
等
も
含
め
、

流
れ
は
加
速
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
基
本
法
た

る
e
文
書
法
は
行
政
文
書
や
各
法
人
の
帳
簿
書
類
等
の

電
子
化
を
容
認
と
す
る
法
律
で
あ
り
、
電
子
化
時
の
一
般

的
な
要
件
を
規
定
し
て
い
る
が
、
電
子
帳
簿
保
存
法
は
こ

の
う
ち
、「
国
税
関
係
書
類
」（
法
人
税
法
、
消
費
税
法
）

に
関
す
る
電
子
化
に
関
す
る
要
件
等
を
規
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
寺
院
の
電
子
化
進
捗
の
状
況
に
鑑
み
、

電
子
帳
簿
保
存
法
を
最
低
限
遵
守
す
る
こ
と
を
ベ
ー
ス
と

し
て
話
を
進
め
る
。

１
．
電
子
帳
簿
保
存
法
の
基
本
事
項
（
最
低
限
）

　
国
税
関
係
書
類
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
国

税
た
る
法
人
税
法
や
消
費
税
法
に
関
連
す
る
事
業
や
取
引

に
係
る
帳
簿
書
類
が
対
象
と
な
る
。こ
の
う
ち
、電
子
デ
ー

タ
で
の
保
存
が
必
須
な
も
の
は
電
子
取
引（
電
子
取
引
例：

以
下
表
）
で
あ
る
。
電
子
帳
簿
保
存
法
の
最
低
限
の
遵
守

を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
引
先
か
ら
書
面
で
受
取
っ
た
書

類
は
書
面
保
存
、
電
子
取
引
デ
ー
タ
で
受
取
っ
た
書
類
は

電
子
デ
ー
タ
保
存
と
す
る
（「
国
税
関
係
書
類
（
電
子
取

引
）」：下
の
表
の
○
枠
部
分
）。も
ち
ろ
ん
、書
面
を
ス
キ
ャ

ン
し
て
の
デ
ー
タ
保
存
や
、
帳
簿
の
デ
ー
タ
保
存
は
可
能

で
あ
る
が
、「
紙
は
紙
で
、
電
子
は
電
子
」
で
保
管
す
る

の
が
基
本
と
な
る
。

（インボイス対応事項例）（国税関係書類等）

宗教法人 課税事業者か
YES

YES YES YES

NO

NO NO NO

課税売上が
あるか

売先に
課税事業者が
あるか

売先は
簡易課税事業者

でない

申請登録なし

登録申請

（注）
将来の状況変化も考慮

売先 売先

（申請可否判定フローチャート）
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インボイス制度と電帳法特 集特 集
2

２
．
電
子
取
引
デ
ー
タ
保
存
要
件

　
電
子
取
引
デ
ー
タ
保
存
す
る
も
の
は
電
子
帳
簿
保
存
法

で
、
税
務
調
査
等
に
耐
え
う
る
よ
う
に
（「
い
つ
で
も
正

確
な
資
料
を
閲
覧
可
能
」）、
２
つ
の
要
件
が
加
重
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
可
視
性
（
検
索
）
と
真
実
性
（
改
ざ
ん
防

止
）
で
あ
る
。

(1)
可
視
性
：
取
引
日
や
取
引
金
額
、
取
引
先
名
等
を
一

つ
も
し
く
は
複
数
の
条
件
で
検
索
可
能
と
す
る
こ
と
で
、

簡
素
な
方
法
と
し
て
は
電
子
取
引
デ
ー
タ
（
P
D
F
等
）

を
フ
ォ
ル
ダ
等
保
管
し
、
エ
ク
セ
ル
で
属
性
（
取
引
日
や

取
引
金
額
、
取
引
先
名
等
）
を
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
、

フ
ォ
ル
ダ
等
内
の
デ
ー
タ
と
コ
ー
ド
や
番
号
等
で
対
応
を

図
る
こ
と
に
な
る
。

(2)
真
実
性
：
３
つ
の
方
法
（
い
ず
れ
か
１
つ
満
た
す
）

が
あ
る
が
、
電
子
化
保
存
要
件
の
上
の
図
の
上
２
つ
（
タ

イ
ム
ス
タ
ン
プ
、
ク
ラ
ウ
ド
等
利
用
）
は
ソ
フ
ト
や
シ
ス

テ
ム
導
入
対
応
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
番
下
は
「
訂
正
削

除
防
止
に
関
す
る
事
務
処
理
規
程
（
例
）」
を
制
定
（
責

任
役
員
会
、
代
表
役
員
等
承
認
）、
運
用
（
遵
守
）
す
る

こ
と
で
要
件
充
足
と
な
る
。一
例
を
次
ペ
ー
ジ
、次
々
ペ
ー

ジ
に
挙
げ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

３
．
適
用
関
係

　

電
子
帳
簿
保
存
法
の
施
行
は
2
0
2
2
年
1
月
1
日

か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
最
初
2
年
間
（
2
0
2
3

年
12
月
31
日
ま
で
）
は
宥
恕
措
置
と
し
て
、
電
子
取
引
デ
ー

タ
で
保
存
す
べ
き
事
項
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
書
面
保
存

が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
2
0
2
3
年
度
税
制
改

正
で
2
0
2
4
年
1
月
1
日
以
降
の
取
扱
い
と
し
て
、

実
質
的
（
正
当
な
理
由
等
あ
り
）
に
電
子
取
引
デ
ー
タ
保

存
は
必
要
だ
が
、
検
索
要
件
等
が
緩
和
さ
れ
る
見
込
で
あ

る
。
な
お
、
こ
れ
と
は
別
に
寺
院
が
帳
簿
書
類
等
の
電
子

化
を
任
意
で
進
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（電子取引例：電子データ保存必須）

（訂正削除防止に関する事務処理規程案：国税庁） （電子化保存要件）

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程（例） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第７条

に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、公益財団法人〇〇（以下「こ

の法人」という）において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項

を定め、これに基づき保存することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、この法人の全ての役員及び職員等（臨時職員、派遣職員を含む。以下同じ。）に対して

適用する。 

 

（管理責任者） 

第３条 この規程の管理責任者は、事務局長とする。 

 

第２章 電子取引データの取扱い 

 

（電子取引の範囲） 

第４条 当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。 

 一 ＥＤＩ取引 

 二 電子メールを利用した請求書等の授受 

 三 ウェブサイトを利用した請求書等の授受 

 四 その他電磁的方式による請求書等の授受 

 

（取引データの保存） 

第５条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第６条に定めるデー

タについては、保存サーバ内等に 10 年間保存する。 

 

（対象となるデータ） 

第６条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。 

 一 見積情報 

二 確定注文情報 

三 注文請け情報 

四 納品情報 

五 支払情報 

（国税庁による「訂正削除防止に関する事務処理規程（例）」）
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インボイス制度と電帳法特 集特 集
2

４
．
2
0
2
3
年
度
税
制
改
正

　
　
　
　
　
　
　
（
電
子
帳
簿
保
存
法
関
連
）

　
2
0
2
3
年
度
税
制
改
正
の
う
ち
、
電
子
帳
簿
保
存

法
関
連
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(1)
宥
恕
措
置
の
廃
止
：
2
0
2
3
年
12
月
31
日
廃
止

(2)�
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

制
度

・�

質
問
検
査
権
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の

検
索
要
件
の
全
て
を
不
要
と
す
る
措
置
。
対
象
者
を
以

下
と
す
る

　
　
①�

そ
の
判
定
期
間
に
お
け
る
売
上
高
が 

5
千
万
円

以
下
（
現
行
：
1
千
万
円
以
下
）
の
保
存
義
務
者 

　
　
②�

そ
の
電
磁
的
記
録
の
出
力
書
面
（
整
然
・
明
瞭
状

態
で
出
力
、取
引
年
月
日
や
取
引
先
ご
と
に
整
理
）

の
提
示
又
は
提
出
に
応
じ
る
保
存
義
務
者

・
電
磁
的
記
録
保
存
の
確
認
要
件
廃
止 

・�

電
子
取
引
情
報
の
保
存
要
件
に
よ
る
保
存
不
能
に
相
当

理
由
が
あ
る
保
存
義
務
者
に
対
す
る
猶
予
措
置

・�

理
由
説
明
、
電
磁
的
記
録
保
存⇒

画
面
又
は
書
面
提
示

で
O
K

(3)
国
税
関
係
書
類
に
係
る
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度

　
　
①�

国
税
関
係
書
類
を
ス
キ
ャ
ナ
読
取
の
解
像
度
、
階

調
、
大
き
さ
等
の
保
存
要
件
廃
止

　
　
②�

国
税
関
係
書
類
に
係
る
記
録
事
項
の
入
力
者
等
の

確
認
要
件
廃
止 

　
　
③�

相
互
関
連
性
要
件
：
国
税
関
係
書
類
と
関
連
記
録

の
相
互
関
連
性
の
確
認
書
類
を
契
約
書
・
領
収
書

等
の
重
要
書
類
に
限
定 

・�

以
上
の
①
か
ら
③
は
、
2
0
2
4
年
1
月
1
日
以
後

保
存
の
国
税
関
係
書
類
に
適
用

(4)�

優
良
電
子
帳
簿
要
件
の
緩
和
：
過
少
申
告
加
算
税
の
軽

減
措
置
等
（
2
0
2
4
年
1
月
1
日
以
降
の
法
定

申
告
期
限
の
国
税
申
告
に
適
用

（電子帳簿保存法の適用）

 

（運用体制） 

第７条 保存する取引関係情報の管理責任者等は以下のとおりとする。 

 一 管理責任者 事務局長 

 二 管理責任者 経理担当者 

 三 処理担当者 事業担当者等、管理責任者である事務局長により指定された者 

 

（訂正削除の原則禁止） 

第８条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。 

 

（訂正削除を行う場合） 

第９条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理担当

者は「取引情報訂正・削除申請」に係る書類に以下の内容を記載の上、管理責任者の承認を得ること。 

 一 申請日 

 二 取引伝票番号 

 三 取引件名 

 四 取引先名 

 五 訂正・削除日付 

 六 訂正・削除内容 

 七 訂正・削除理由 

 八 処理担当者 

２ 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請」の書類の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場

合のみ承認する。 

３ 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理担当者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示

する。 

４ 処理担当者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、「取引情報訂正・削除完了報告書」に訂

正・削除履歴がある旨の情報を付し、第 2項で承認された「取引情報訂正・削除申請」に係る書類を指定

の場所に保存期間が満了するまで保存する。 

５ 管理担当者は「取引情報訂正・削除完了報告書」を訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした

形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで指定の場所に保存する。 

 

（規定の改廃） 

第 10 条 この規定を改廃しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

 

（施行） 

第 11 条 この規程は、令和○年○月○日から施行する。 
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作成・監修 弁護士　長谷川正浩

宗教（法人・団体）の公益性（２）

　宗教法人が行う社会貢献活動が活発になってきました。そしてこの社会貢献活動は従来宗教法人法第６条の「公益事業」という
位置づけで扱われていました。ところが令和３年１月２５日付で文化庁宗務課は、これを個々の宗教法人において「宗教活動」と位
置付けることは可能であり、これを国家が干渉することは不可能である旨の見解を、情報を提供するという形で日本宗教連盟等に
示しました。今まで「公益事業」として位置付けていた社会貢献活動を各宗教法人の「宗教活動」として位置付けることができ、この
ことについて行政は、とやかく云うことはできないとしたのでした。公益事業である社会貢献活動を宗教活動と位置付けることが
できると云うことは、換言すると宗教活動自体にも公益性があるという考え方につながると思います。では、宗教活動の公益性の内
容はどのように捉えるべきでしょうか。

はじめに

　宗教活動の公益性は、次の３つあると考えられます。
１．宗教的使命感における公益性
２．宗教的文化財や宗教的行動様式における公益性
３．価値の提供者としての公益性
　上記３つのうち１については前回述べました。今回は２，３について述べることに致します。
２．宗教的文化財や宗教的行動様式における公益性について
　宗教的文化財や宗教的行動様式というものが、不特定多数の人に寄与しているということです。宗教的な音楽、絵画、仏像、建築、こ
ういったものは、先人から我々が受け継いで、そして後の世の人に伝えていく、声明などもきちんとやる、いい加減にやっていたので
は後の世の人に伝えられません。法華殲法経という昔から伝わる儀式法要があります。これもきちんと先人から受け継いで後の人に
伝えていくことが重要です。宗教的な絵画や仏像、建築物というものは、宗教を信じる人も信じない人も他宗教の人もいずれも癒し
の源となっています。クリスマスツリーを飾って、仏教の寺院でもクリスマスケーキを食べるということがあろうかと思います。元々
キリスト教の行事なのですが、その行事がずっと伝わっていて仏教者の寺院も恩恵にあずかるといってはおかしいですが、そういう
こともあります。声明も建築物もそうです。国宝級の建築物が沢山あります。そういったものを通して不特定多数の人の利益になる
わけです。
３．価値の提供者としての公益性
　そして３番目は価値の抽出（確定・創造）です。宗教は、日本の国民、あるいは世界の人々、宗教を信じる信じないにかかわらず、これ
らの人々に価値を提供する、価値観を与えます。価値観とは「何々をしてはいけない」、「何々をしなさい」といった当為の法則です。ご
飯を食べる時には手を合わせないといけません。「いただきます」と言いなさい。このような宗教の価値観というものは、道徳的な価
値観や常識、あるいは法律的価値観の基礎になっているものです。ご飯を食べる時に手を合わせて「いただきます」と言います。「何で
手を合わせるの？」という質問に、道徳的に説明することはできますか。手を合わせなくても手を机の上に置いて「いただきます」と
言っても良いではないでしょうか。現に文部省のパンフレットには手を合わせるという絵は描かれていませんでした。「手を合わせ
ると宗教に関連するから」といって、保護者から文句が出たので手を机につけて「いただきます」と言う絵になっていたのだそうで
す。ではなぜ「いただきます」と言わなければいけないのでしょうか。あるいは終わったら「ごちそうさま」と言わなければいけないの
でしょうか。「別に、静かに、誰にも迷惑をかけずに食べ始め、食べ終われば良いじゃないの？」という質問には道徳的に説明できませ
ん。しかし仏教では説明がつくと思います。仏教の立場から言えば、生きとし生ける者、動物もそうですし、植物もそうですけれども、
これらには全て仏性があります。仏性がある食物を食べなければ、人は生きていけません。だから仏性のある動物の命、植物の命を私
たちは頂いて生かされております。「ありがとうございました」と言って手を合わせるのはその為なのです。本覚思想に対する批判も
ありますが、仏教からは最大公約数的にきちんと説明ができると思います。

宗教活動の公益性の内容

　文化庁宗務課から提供された情報の内容は、公益事業を宗教的使命感に基づいて行えば、その公益事業は宗教活動になるという
ものです。これは３つの宗教活動の公益性のうち、１番目に申し上げた内容にほかなりません。

宗務課から提供された情報の意味

「
美
濃
の
名
僧 

栄
叡
」

よ
う    

え
い

—

鑑
真
和
上
を
日
本
に
招
い
た
日
本
人
僧—

画

　

山
本 
漠

漫画
　「
栄
叡
」
と
書
い
て
「
よ
う
え
い
」
と
読
み
ま
す
。
こ
の
名
を
初
め
て
聞
い
た
方
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
奈
良
時
代
の
美
濃
の
国
（
現
在
の
岐
阜
県
）
出
身
の
僧
侶
で

す
。
当
時
、
仏
教
に
国
を
安
定
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
考
え
た
聖
武
天
皇
は
、
仏
教
を

保
護
し
、
平
城
京
内
に
は
薬
師
寺
、
興
福
寺
、
法
隆
寺
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
寺

院
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
僧
侶
た
ち
が
仏
教
の
教
理
研
究
な
ど
に
勤
し
む
一

方
、
私
度
僧
が
増
え
る
と
い
う
問
題
も
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
憂
え
た
聖

武
天
皇
は
、
正
し
い
仏
法
を
授
け
る
戒
師
の
必
要
性
を
感
じ
、
興
福
寺
の
栄
叡
と
、
大

安
寺
の
普
照
に
、
戒
師
を
唐
よ
り
日
本
に
招
聘
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。

　
勅
命
を
受
け
た
栄
叡
は
天
平
５
（
７
３
３
）
年
、
普
照
と
と
も
に
唐
へ
渡
り
、
そ
れ

か
ら
９
年
の
歳
月
を
経
て
、
よ
う
や
く
鑑
真
和
上
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、鑑
真
和
上
が
失
明
し
な
が
ら
も
何
度
も
渡
航
を
試
み
、天
平
勝
宝
５
（
７
５
３
）

年
、
６
度
目
に
し
て
よ
う
や
く
日
本
に
渡
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ご
存
知
か
と
思
い
ま

す
。
栄
叡
は
そ
の
間
の
天
平
21
（
７
４
９
）
年
、
端
州
龍
興
寺
に
て
志
半
ば
で
死
去
し

ま
し
た
。

　
平
成
４
（
１
９
９
２
）
年
４
月
、
鑑
真
和
上
坐
像
が
日
本
か
ら
中
国
へ
里
帰
り
す
る

際
、
鑑
真
和
上
の
渡
日
に
尽
力
し
た
栄
叡
が
美
濃
出
身
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
岐
阜

県
名
誉
県
民
の
古
田
好
氏
は
、
栄
叡
を
日
本
へ
里
帰
り
さ
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

中
国
へ
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
、
多
大
な
協
力
を
い
た
だ
き
「
日
中
友
好
文
化
交
流 

栄

叡
大
師
里
帰
り
実
行
委
員
会
」
を
結
成
。
そ
の
後
、
坐
像
が
中
国
の
仏
教
協
会
の
協

力
を
得
て
４
体
作
ら
れ
ま
し
た
。
栄
叡
大
師
は
４
体
の
坐
像
と
な
っ
て
里
帰
り
が
実

現
し
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
、
長
良
川
国
際
会
議
場
に
て
「
栄
叡
大
師
一
二
五
〇

年
坐
像
奉
迎
慶
讃
大
法
要
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
栄
叡
大
師
ゆ
か
り
の

４
つ
の
お
寺
、
正
眼
寺
（
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
伊
深
）、
唐
招
提
寺
（
奈
良
市
）、
興
福

寺
（
奈
良
市
）、
真
福
寺
（
岐
阜
市
）
へ
と
安
置
さ
れ
、
唐
招
提
寺
に
て
鑑
真
和
上
と

ご
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
栄
叡
大
師
の
「
日
本
で
正
し
い
仏
法
を
伝
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
熱
意
が
鑑
真
和

上
を
渡
日
さ
せ
、
鑑
真
和
上
が
伝
え
た
戒
律
の
お
か
げ
で
、
日
本
仏
教
は
今
日
ま
で

連
綿
と
伝
え
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
栄
叡
大
師
奉
賛
会
で
は
、
こ
の
偉
大
な
功
績
を
多
く
の
み
な
さ
ま
に
知
っ
て
い

た
だ
き
た
く
、
漫
画
の
小
冊
子
と
登
場
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
のLIN

E

ス
タ
ン
プ
を
制
作
い

た
し
ま
し
た
。
漫
画
に
関
し
て
は
こ
の
度
、
全
日
本
仏
教
会
の
機
関
誌
『
全
仏
』
に
４

回
に
分
け
て
掲
載
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ス
タ
ン
プ
は
岐
阜
県
仏
教
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
お
訪
ね
く
だ
さ
い
。

　
加
盟
団
体
の
諸
大
徳
や
賛
助
会
員
の
み
な
さ
ま
が
、
栄
叡
大
師
の
こ
と
を
知
り
、

誇
り
に
思
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

岐
阜
県
仏
教
会 

会
長 

杉
山
令
憲

﹇
岐
阜
県
仏
教
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹈

https://bukkyogifu.net/youei_pre.htm
l ：

加
盟
団
体
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
岐
阜
県
仏
教
会
）
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「美濃の名僧 栄叡」
漫画
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「美濃の名僧 栄叡」
漫画
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本会からの報告TO P I XJ A P AN  B UDDH I S T  F E D E R A T I ON

【
総
務
財
政
審
議
会
】

　

安
藤 

道
隆（
曹
洞
宗
）

　

東
森 

尚
人（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

梯 

宗（
真
宗
大
谷
派
）

　

名
越 

邦
博（
浄
土
宗
）

　

山
田 

光
映（
日
蓮
宗
）

　

竹
井 

成
範（
高
野
山
真
言
宗
） 

　

小
林 

秀
嶽（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

小
林 

祖
承（
天
台
宗
）

　

日
下 

敞
啓（
真
言
宗
智
山
派
）

　

細
沼 

秀
行（
真
言
宗
豊
山
派
）

　

遠
賀 

令
子（
学
識
経
験
者
）

　

金
子 

嘉
広（
学
識
経
験
者
）

　

佐
藤 

泰
之（
学
識
経
験
者
）

【
社
会
・
人
権
審
議
会
】

　

我
孫
子 

高
宏（
曹
洞
宗
）

　

宇
野 

哲
哉（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

荷
葉 

一
浩（
真
宗
大
谷
派
）

　

伴 

乃
昶（
浄
土
宗
）

　

赤
堀 

正
明（
日
蓮
宗
）

　

藤
本 

善
光（
高
野
山
真
言
宗
）

　

谷　

 

明
生（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

柴
田 

真
成（
天
台
宗
）

　

服
部 

融
亮（
真
言
宗
智
山
派
）

　

横
山 

法
弘（
真
言
宗
豊
山
派
）

　

株
橋 

隆
真（
法
華
宗（
本
門
流
））

　

磯
村 

健
太
郎（
学
識
経
験
者
）

　

小
池 

達
子（
学
識
経
験
者
）

　

岡
田 

真
水（
学
識
経
験
者
）

　

本
郷 

由
美
子（
学
識
経
験
者
）

【
国
際
交
流
審
議
会
】

　

大
島 

康
晴（
曹
洞
宗
）

　

藤
澤 

理
映（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

延
澤 

栄
賢（
真
宗
大
谷
派
）

　

光
岡 

素
生（
浄
土
宗
）

　

大
島 

啓
慈（
日
蓮
宗
）

　

後
藤 
友
栄（
高
野
山
真
言
宗
）

　

松
山 
大
耕（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

奥
山 

元
照（
天
台
宗
）

　

細
田 

昌
弘（
真
言
宗
智
山
派
）

　

小
林 

政
彦（
真
言
宗
豊
山
派
）

　

久
野 

晃
秀（
法
華
宗（
本
門
流
））

　

長
松 

清
潤（
本
門
佛
立
宗
）

　

日
比
野 

郁
皓（
学
識
経
験
者
）

　

枝
木 

美
香（
学
識
経
験
者
）

　

西
永 

亜
紀
子（
学
識
経
験
者
）

【
宗
教
教
育
推
進
委
員
会
】

　

篠
原 

壽
王（
曹
洞
宗
）

　

松
下 

昌
文（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

那
須 

信
純（
真
宗
大
谷
派
）

　

杉
森 

隆
志（
浄
土
宗
）

　

柳
下 

俊
明（
日
蓮
宗
）

　

桐
生 

俊
雅（
高
野
山
真
言
宗
）

　

細
川 

晋
輔（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

岩
田 

真
亮（
天
台
宗
）

　

山
川 

弘
巳（
真
言
宗
智
山
派
）

　

山
﨑 

秀
法（
真
言
宗
豊
山
派
）

【
広
報
委
員
会
】

　

安
藤 

道
隆（
曹
洞
宗
）

　

中
井 

真
人（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

石
井 

正
道（
真
宗
大
谷
派
）

　

小
村 

正
孝（
浄
土
宗
）

　

小
泉 

顕
應（
日
蓮
宗
）

　

藪 

邦
彦（
高
野
山
真
言
宗
）

　

並
木 

泰
淳（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

西
村 

智
秀（
天
台
宗
）

　

杉
本 

栄
次（
真
言
宗
智
山
派
）

　

相
島 

俊
仁（
真
言
宗
豊
山
派
）

　

吉
田 

泰
樹（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　

沼
田 

千
恵（〈
公
財
〉仏
教
伝
道
協
会
）

　

佐
藤 

泰
之（
学
識
経
験
者
）

　

松
﨑 

香
織（
学
識
経
験
者
）

　

西
出 

勇
志（
学
識
経
験
者
）

　

赤
堀 

正
卓（
学
識
経
験
者
）

　

柏
木 
友
紀（
学
識
経
験
者
）

　

退
任　

高
見 
昌
良（
天
台
宗
）

　
［
2
0
2
2（
令
和
4
）年
11
月
1
日
変
更
］

【
W
F
B（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）

　
　
　
　
　

日
本
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
】

　

小
林 

正
道（
W
F
B
副
会
長
）

　

戸
松 

義
晴（
W
F
B
執
行
役
員
）

　

日
比
野 

郁
皓（
W
B
U
役
員
）

　

東
海
林 

良
昌（
W
F
B
人
道
支
援
委
員
会
委
員
長
）

　

村
山 

博
雅（
学
識
経
験
者
）

　

王 

仁
興（
学
識
経
験
者
）

　

松
﨑 

香
織（
学
識
経
験
者
）

【
支
援
検
討
会
議
】

　

吉
田 

泰
樹（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　

稲
田 

海
聡（〈
一
社
〉 

仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー
）

　

本
多 

端
子（〈
公
社
〉 

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
）

　

青
木 

晴
美（〈
公
財
〉 

仏
教
伝
道
協
会
）

　

茅
野 

俊
幸（
学
識
経
験
者
）

　

稲
場 

圭
信（
学
識
経
験
者
）

　

西
郊 

良
貴（
全
日
本
仏
教
青
年
会
）

　

長
谷
川 

正
浩（
本
会
顧
問
弁
護
士
）

【
朝
鮮
半
島
出
身
者
の
旧
民
間
徴
用
者
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遺
骨
返
還
委
員
会
】

　

釜
田 

隆
文（
仏
教
関
係
者
）

　

西
郊 

良
光（
日
韓
仏
教
交
流
協
議
会
）

　

戸
松 

義
晴（
仏
教
関
係
者
）

　

鈴
木 

利
枝
子（
日
韓
仏
教
交
流
協
議
会
）

　

崔 

憲
蔵（
仏
教
関
係
者
）

第
35
期

各
種
審
議
会
・
委
員
会
委
員

（
令
和
４
年
４
月
１
日
〜
令
和
６
年
３
月
31
日
）

　

2
0
2
3
（
令
和
5
）
年
1
月
20
日
（
金
）、

真
言
宗
智
山
派
の
総
本
山
智
積
院
に
あ
る
智
山

派
宗
務
庁
に
て
、
第
35
期
第
2
回
広
報
委
員

会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
7
月
8
日
に
発

生
し
た
安
倍
晋
三
元
首
相
銃
撃
事
件
に
伴
い
、

宗
教
法
人
で
あ
る
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧

統
一
教
会
）
が
過
去
か
ら
行
っ
て
き
た
霊
感
・
悪

徳
商
法
、
多
額
の
献
金
、
政
治
家
と
の
癒
着
、

宗
教
2
世
問
題
等
々
が
改
め
て
明
る
み
に
出
て

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
悪
質
な
宗
教
法

人
の
問
題
は
宗
教
法
人
全
体
の
問
題
と
し
て
取

り
ざ
た
さ
れ
、
政
府
は
宗
教
法
人
法
に
か
か
る

報
告
徴
収
・
質
問
権
の
行
使
や
解
散
請
求
、
消

費
者
契
約
法
に
よ
る
寄
附
の
取
り
扱
い
、
宗
教

等
に
関
す
る
児
童
虐
待
等
に
一
丸
と
な
っ
て
取
り

組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
が
、
法
令
遵
守
す
る

宗
教
法
人
に
と
っ
て
は
看
過
で
き
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の
広
報
委
員
会

で
は
、
宗
教
法
人
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
く
べ
き
か
を
テ
ー
マ
と
し
ま
し

た
。

　

今
号
（
6
5
7
号
）
の
特
集
1
は
、
当
委

員
会
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

【
概
要
】

日　

時
：
2
0
2
3
（
令
和
5
）
年

　
　
　
　

1
月
20
日
午
後
1
時
15
分
〜

場　

所
：
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

テ
ー
マ
：�

世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統

一
教
会
）
問
題
か
ら
本
会
の
広
報

戦
略
を
考
え
る

出　

席
：
14
名
（
委
員
）

　
　
　
　

3
名
（
事
務
総
長
・
広
報
文
化
部
）

〇
委
員
出
席
者

　

安
藤
道
隆
（
曹
洞
宗
）

　

中
井
真
人
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

石
井
正
道
（
真
宗
大
谷
派
）

　

小
村
正
孝
（
浄
土
宗
）

　

小
泉
顕
應
（
日
蓮
宗
）

　

藤
井
宗
治
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
〈
代
理
〉）

　

西
村
智
秀
（
天
台
宗
）

　

杉
本
栄
次
（
真
言
宗
智
山
派
）

　

沼
田
千
恵
（
仏
教
伝
道
協
会
）

　

吉
田
泰
樹
（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　

佐
藤
泰
之
（
学
識
経
験
者
）

　

松
﨑
香
織
（
学
識
経
験
者
）

　

西
出
勇
志
（
学
識
経
験
者
）

　

赤
堀
正
卓
（
学
識
経
験
者
）

　

全
日
本
仏
教
会
で
は
、
社
会
で
起
こ
っ
て

い
る
事
象
と
仏
教
と
の
関
係
の
調
査
を
定
期

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
2
0
2
3（
令
和
5
）

年
3
月
1
日
、
2
0
2
2
年
度
の
調
査

結
果
を
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
い
た

し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
人
々
の
「
菩
提
寺
」「
寺
院
」

と
の
関
わ
り
方
や
、「
葬
儀
」「
法
要
」
へ
の

考
え
方
、
ま
た
今
後
起
こ
り
う
る
「
お
寺
の

廃
寺
・
統
合
」
に
対
す
る
人
々
の
意
識
の
調

査
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
宗
派
や

寺
院
の
在
り
方
や
取
組
な
ど
に
お
け
る
基
礎

資
料
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
加
盟
団
体
を
対
象
に
本
調
査
の
説

明
会
も
開
催
い
た
し
ま
す
。
ご
希
望
の
団
体

は
、
社
会
・
人
権
部
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

第
35
期
第
2
回
広
報
委
員
会

「
仏
教
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査

（
2
0
2
2
年
度
）

〜
葬
儀・法
要
、お
布
施
、お
寺
の

解
散・廃
寺
等
〜
」の
発
表

http://www.jbf.ne.jp/wp-content/uploads/site211/files/pdf/bukkyoureport2022.pdf

説明会の連絡先：
syakai@jbf.ne.jp

（
以
上
、2
0
2
3（
令
和
5
）年
3
月
21
日
現
在
）
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本会からの報告TO P I XJ A P AN  B UDDH I S T  F E D E R A T I ON

海
外
人
道
支
援（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
募
金
）の

状
況（
2
0
2
3
年
3
月
15
日
現
在
）

〈
募
金
額
〉

2
0
2
1
年
度
分
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
募
金

　

	

4
，9
1
1
，7
7
7
円

2
0
2
2
年
度
分
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
募
金

	

1
4
，3
8
7
，7
9
1
円

　
　

合
計　

1
9
，2
9
9
，5
6
8
円

〈
寄
託
先
と
金
額
〉

第
1
次
寄
託	

�

1
，0
0
0
，0
0
0
円

	
��  

国
連
U
N
H
C
R
協
会

	
��（

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
日
本
公
式
支
援
窓
口
）

	

1
，0
0
0
，0
0
0
円	

	
  

W
F
B（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）

第
2
次
寄
託	

1
，0
0
0
，0
0
0
円	

	
  

ア
ー
ユ
ス
仏
教
国
際
協
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

	

1
，0
0
0
，0
0
0
円

	
  

シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

第
3
次
寄
託	

2
，0
0
0
，0
0
0
円	

	
  

ア
ー
ユ
ス
仏
教
国
際
協
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

	

5
，0
0
0
，0
0
0
円

	
  

シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

第
4
次
寄
託	

1
，2
1
1
，9
6
8
円

	
  

日
本
ユ
ニ
セ
フ
協
会

	

1
，2
1
1
，9
6
8
円

	
   

難
民
を
助
け
る
会

	

1
，2
1
1
，9
6
8
円	

	
  

W
F
P（
世
界
食
糧
計
画
）

	

1
，2
1
1
，9
6
8
円

	
  

U
N
F
P
A（
国
連
人
口
基
金
）

	

1
，2
1
1
，9
6
8
円

	
  

テ
ラ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

	

1
，2
1
1
，9
7
1
円

　
　
　
　
　
　
　

   （
端
数
の
3
円
を
加
算
）

	
  

国
連
U
N
H
C
R
協
会

合
計	

1
8
，2
7
1
，8
1
1
円

残
金
1
，0
2
7
，7
5
7
円
は
第
5
次
の
寄
託
に

【
2
0
2
2（
令
和
4
）年
12
月
1
日
～

　
　
　

2
0
2
3（
令
和
5
）年
2
月
28
日
】

（
時
系
列
順
・
敬
称
略
）

真
真
宗
大
谷
派

真
言
宗
智
山
派

天
台
真
盛
宗

日
夏
仏
教
会

鳴
門
市
仏
教
会

榧
寺　

日
比
野
郁
皓

大
乘
院
檀
信
徒
一
同

大
悲
王
院

多
福
寺

金
剛
院

匿
名
希
望
2
件

　
　
　

   

総
計　

3
，
1
8
3
，
1
5
5
円

【
2
0
2
2（
令
和
4
）年
10
月
1
日
～

　
　
　

2
0
2
3（
令
和
5
）年
2
月
28
日
】

（
時
系
列
順
・
敬
称
略
）

〈
団
体
会
員
〉

　
　

株
式
会
社
ア
ド
レ
ス
ジ
ム
キ

　
　

第
一
生
命
保
険
株
式
会
社

　
　

気
仙
沼
仏
教
会

〈
個
人
会
員
〉

　
　

元
衆
議
院
議
員　

左
藤　

章

　
　

衆
議
院
議
員　
　

森
山　

浩
行

　
　

池
上　

幸
秀

　

ご
入
会
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「
救
援
基
金
」
寄
附
者
一
覧

「
賛
助
会
員
」
新
規
入
会
者
一
覧

　

W
F
B
（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）
で
は
、
昨
年

10
月
か
ら
毎
月
、
略
式
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
を

行
っ
て
い
ま
す
。
各
国
の
W
F
B
執
行
役
員

や
世
界
の
地
域
セ
ン
タ
ー
か
ら
参
加
が
あ
り
、

本
会
も
W
F
B
の
日
本
セ
ン
タ
ー
と
し
て
運

営
委
員
会
の
委
員
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

災
害
支
援
や
行
事
の
発
案
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
事
案
が
議
題
と
し
て
あ
が
り
ま
す
が
、

現
在
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
W
F
B
の
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
さ
ら
な
る
充
実
で
す
。
各

国
地
域
セ
ン
タ
ー
の
活
動
報
告
の
掲
載
が

呼
び
か
け
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
活
動
と
し

て
本
会
の
加
盟
団
体
さ
ま
の
取
り
組
み
を
、

内
容
に
よ
っ

て
W
F
B
の

公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
掲

載
す
る
こ
と

が
で
き
ま

す
。
関
心
が

ご
ざ
い
ま
し

た
ら
国
際
部

ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

  
３
月
15
日
に
開
催
し
た
第
38
回
理
事
会
に

お
い
て
、
議
案
と
し
て
、
次
年
度
事
業
計
画

（
案
）、
次
年
度
予
算
（
案
）
に
つ
い
て
上
程

さ
れ
、
出
席
理
事
の
賛
成
に
よ
り
承
認
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
他
、
報
告
事
項
と
し
て
、
理

事
長
よ
り
職
務
執
行
状
況
と
、
各
部
の
事
業

に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

【
第
38
回
理
事
会
概
要
】

日　

時
：�

２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
３
月
15

日
午
前
10
時
～

会　

場
：�

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
室
（
Z
o
o
m

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
使
用
）

議　

長
：
里
雄
康
意
第
35
期
理
事
長

出
席
理
事
：
13
名
（
20
名
中
）

　
　

嶽
盛
和
三
（
曹
洞
宗
）

　
　

尾
井
貴
童
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
事
務
総
長
）

　
　

里
雄
康
意
（
真
宗
大
谷
派
・
理
事
長
）

　
　

戸
松
義
晴
（
浄
土
宗
）

　
　

鶏
内
泰
寛
（
日
蓮
宗
）

　
　

小
峰
立
丸
（
真
言
宗
智
山
派
）

　
　

岩
脇
彰
信
（
真
言
宗
豊
山
派
）

　
　

岡
野
正
純
（
孝
道
教
団
）

　
　

新
美
昌
道
（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　
　

長
澤
香
静
（〈
一
財
〉
京
都
仏
教
会
）

　
　

村
山
廣
甫
（
大
阪
府
佛
教
会
）

　
　

花
岡
眞
理
子

　
　
　
　
（〈
公
社
〉全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
）

　
　

青
木
晴
美
（〈
公
財
〉
仏
教
伝
道
協
会
）

出
席
監
事
：
２
名
（
３
名
中
）

　
　

倉
持
秀
裕
（〈
一
財
〉
埼
玉
県
佛
教
会
）

　
　

木
村
匡
成
（
公
認
会
計
士
）

　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
を

受
け
て
、
2
0
2
2
年
3
月
8
日
、
本

会
の
災
害
救
援
基
金
内
に
「
海
外
人
道
支
援

（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
募
金
）」
を
設
け
、
多
く

の
皆
さ
ま
か
ら
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
総
額
は
、
2
0
2
3
年
3
月
15

日
ま
で
に
1
9
2
9
万
9
5
6
8
円
に
も

の
ぼ
り
ま
す
。心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

第
１
次
寄
託
は
緊
急
支
援
と
し
て
国
連

U
N
H
C
R
協
会
と
W
F
B
へ
、
第
２
次
お

よ
び
３
次
は
国
内
の
仏
教
系
団
体
で
ウ
ク
ラ
イ

ナ
支
援
活
動
を
し
て
い
る
団
体
へ
、
第
4
次

寄
託
は
2
0
2
2
年
12
月
31
日
時
点
の
残
金

7
2
7
万
1
8
1
1
円
を
、
国
際
機
関
と
ウ

ク
ラ
イ
ナ
指
定
寄
附
を
受
け
付
け
て
い
る
国

内
認
定
N
P
O
法
人
の
6
団
体
へ
均
等
に
寄

託
し
ま
し
た
。
詳
細
は
次
の
一
覧
表
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
第
4
次
寄
託
後
に
お
預
か
り
し
た

1
0
2
万
7
7
5
7
円
は
、
支
援
検
討
会
議

で
第
５
次
の
寄
託
先
を
決
定
す
る
予
定
で
す
。

　
「
海
外
人
道
支
援
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
募

金
）」
と
し
て
の
取
り
扱
い
は
、
2
0
2
2

年
12
月
31
日
に
終
了
し
ま
し
た
。
今
後
は
通

常
の
災
害
救
援
基
金
に
て
寄
附
を
お
受
け
い

た
し
ま
す
。

賛
助
会
員
募
集

本
会
で
は
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。全
国
の
ご
寺
院
を
は
じ
め
、企
業

や
団
体
、個
人
と
し
て
ご
入
会
い
た
だ

け
ま
す
。
入
会
等
の
詳
細
は
本
会

w
e
b
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

賛
助
会
員
募
集

本
会
で
は
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。全
国
の
ご
寺
院
を
は
じ
め
、企
業

や
団
体
、個
人
と
し
て
ご
入
会
い
た
だ

け
ま
す
。
入
会
等
の
詳
細
は
本
会

w
e
b
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
38
回
理
事
会
報
告

ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
募
金
報
告

W
F
B（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）

E
X
C
O（
執
行
役
員
）

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

WFB ホームページ
http://wfbhq.org/

全日本仏教会 国際部
Mail: international@jbf.ne.jp
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特集

第7回花まつりデザイン募集
募集要項

第6回花まつりデザインを使用したポスター・絵はがき

プロ・アマチュア問わず、すべての方に応募いただけます。
（ただし、作品採用の場合、修正や転用に応じられること）応募資格

未発表のオリジナル作品で、仏教行事である「花まつり」を題材として自由に作品を
描いてください。なお、作品に文字は入れないでください。
（例：お釈迦さまに甘茶をかける場面、ご誕生をお祝いする場面、寺院の行事やイベントの場面など）

応募条件

作品規定
素材・画材・技法は自由（デジタル作品も可）、立体物は不可
応募する作品は、下記のサイズを参考に制作してください。（複数応募可）

用　　 紙：A3サイズ以上 （ 297mm×420mm 以上 ）
デジタル：300dpi以上 （15MB 以上、5000×7000ピクセル 以上 ）●募集作品サイズ●

審査方法
10月に審査会を開催し、大賞作品には主催者より連絡します。
審査に関しての電話やメールでの問い合わせはご遠慮ください。

応募方法
本会webサイトより応募用紙をダウンロードし必要事項を明記の上、1作品につき1部同封
してください。作品は折り曲げずに（筒状は可）郵送してください。
（デジタル作品もカラー出力後、郵送にて受付となります。）

公益財団法人 全日本仏教会 広報文化部
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL:03-3437-9275　FAX:03-3437-3260　E-mail:kouho@jbf.ne.jp

作品送付先・お問い合わせ

応募締切

※当日消印有効

9月29日（金）
2023年

まで

ポスター大賞作品（一般） ポスター大賞作品（満12才以下） 釈迦誕生ポスター（本会） 絵はがき大賞

今、宗教法人に突きつけられている問題を考える
～「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」をめぐって～


